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視点 人生は交響曲 
～幼少期に受けた影響～

全日本幼児教育連盟会長　元洗足学園音楽大学客員教授
マリンバ奏者　藤　井　む　つ　子

人生は交響曲 〜第 3 楽章 50 歳から 75 歳まで、 
第 4 楽章 75 歳以降～についてお話ししましょう。

話は少し前後しますが、30 歳の頃、勉学のため
リサイタルを開きたいと思いました。しかし探して
みると自分の演奏したい曲がないのです。これはマ
リンバという楽器がクラシックの独奏楽器として認
知されてからまだ歴史が浅く、作曲された作品の数
も他の楽器に比べると桁違いに少ないためです。で
すからリサイタルやコンサートの度に新曲を発表
し、これまでに初演したオリジナル曲は全部で 92
曲となりました。

マリンバオリジナル作品を増やすための活動の中
で特に印象に残った「石井眞木」作品についてお話
しします。1987 年 10 月にリサイタルを企画し、
その 2 か月前に作品が出来上がってきました。よ
く見ると、A3 の最後 2 ページが黒い音符で埋め尽
くされていたのです。この難解パターンは、練習す
る以外に方法はないと思い、主人に相談し、2 人の
娘を実家の母にお願いして、1 日 10 時間練習を計
画しました。そして、2 か月目は 12 時間練習に取
り組み、当日のプログラムの全曲を何とか間に合わ
せることができました。石井眞木作曲「飛天生動Ⅲ」
という曲が、この世に出現した瞬間でした。以後約
20 年間弾き続けるうちに今では世界で行われるマ
リンバコンクールの課題曲にもなりました。演奏表
現はそのコンサートにかける思いが強ければ強いほ
ど終わったときの解放感も大きく、作品と共に今生
きていることの素晴らしさを味わうことができるも
のです。

このような活動や洗足学園音楽大学で教鞭をとっ
ていた頃、父の創設した全日本幼児教育連盟と㈱日
本総合音楽研究の組織は、埼玉県川越市の本拠地と、
全国に 7 か所の支部を開設していました。全国各
地で「おんたいフェスティバル」と「ミュージック
フェスティバル」を開催し、音体教育システムで育
まれた子どもたちによるマーチングや日本太鼓・器
楽合奏などの成果発表会を保護者と共に行い、その
指導をする先生方の二泊三日の宿泊講習会を行って
きました。特に私の担当したライセンスコースでは、
先生方の真剣な向き合いに、試験官の私もスタッフ
も指導技術を身に付けて帰っていただくため、睡眠
時間を削って切磋琢磨したことは、古き時代の実話

となりました。
このような取り組みの全ては、「日本の子どもた

ちに本物の指導を」という連盟前会長の指導方針の
元に「先ず指導者自らが勉強し、子どもたちにその
姿を見せることが一番大事です」と実践を重んじま
した。音楽と体育を主体とした「音体教育」またの
名を「たたずまい教育」の普及に力を尽くし、父は
独自の発想から始めた幼児教育法を教本にまとめ上
げ、最初は一人で北海道から沖縄まで全国を行脚し、
また台湾や中国にも指導に出かけていきました。そ
して、私も父の鞄持ちとして、1984 年から約 8 年
間、日本の各地を訪れて、子どもたちと共にバチ遊
びや打楽器アンサンブル・器楽合奏の指導を行いま
した。

子どもたちが頑張ったご褒美に、マリンバで楽し
い曲を弾いてあげると、透き通った 2 つの目がこち
らを向いてキラキラと輝くのです。こんなに美しい
目は見たことがありませんでした。2022 年 10 月、
全日本幼児教育連盟創始者、前会長畠山國彦が逝去
しました。

2023 年 4 月、子どもにしかない素直な心に音楽
の感動と本気の指導を少しでも伝えられたらと第 2
代目会長を引き継ぎました。第 4 楽章は始まった
ばかりです。これからは若い保育者の皆様との出会
い、そして子どもたちにマリンバを弾いてあげるこ
とが楽しみです。世界中の子どもたちの目がいつま
でも輝くように祈りながら。

•　　•　　•　　　•　　•
プロフィール
藤井むつ子（ふじい・むつこ）
東京藝術大学附属高等学校、東京藝術大学器楽科卒業。
1997 年「パンムジーク国際音楽コンクール」マリンバ部門第二位
及び全部門中準優秀賞受賞。
海外 11 カ国で日本人作曲作品（協奏曲・室内楽）による演奏会を
行い、19 校の音楽大学では、マスタークラスとソロコンサートを
行う。初演曲は 92 曲に及ぶ。
2009 年 PASIC（国際芸術打楽器協会）のショーケースアーティ
ストに招聘。その後「国際マリンバフェスティバル」「国際音楽祭」
など多数出演。2024 年 10 月カナダトロントにて「現代音楽の夕べ」
2025 年 3 月のサンフランシスコ「子どものためのコンサート」に
出演。

全日本幼児教育連盟会長・マリンバ奏者・元洗足学園音楽大学客員
教授。
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　日頃より、 本連合会の諸活動に対しご理解、 ご協力いただき誠にありがとうございます。 本連合会のかね

てからの要望活動が実り、 このたび、 令和 8 年度予算案が閣議決定され、 幼稚園関係予算案の全体が明

らかとなりましたので御報告致します。

1． 幼児期及び幼保小接続期の教育の質的向上　20 億円 【令和 7 年度補正予算額　40 億円】

　幼児期及び幼保小接続期の教育の質的向上に向けて、 自治体への支援、 調査研究、 教育環境の整備

等により、 全ての子供に対して 格差なく質の高い学びを保障する。

◆幼児期及び幼保小接続期の教育の質的向上を支える自治体への支援　＜ 4.9 億円＞

　自治体における幼児教育センター等の幼児教育推進体制等を活用して、 架け橋期 （5 歳児から小学校 1

年生までの 2 年間） のカリキュラムの策定や架け橋期のコーディネーターの育成 ・ 派遣を行うなど、 各地域

における 「幼保小の架け橋プログラム」 を推進し、 幼児期及び幼保小接続期の教育の質的向上を図る。

①教育支援体制整備事業費交付金 7.9 億円 ［令和 7 年度補正予算額 20 億円］

②私立幼稚園施設整備費補助金 4.4 億円 ［令和 7 年度補正予算額 20 億円］

◆幼児教育の質の向上に関する調査研究等　＜ 2.4 億円＞

○��幼児期の学びを深めていくための調査研究や、 幼稚園教諭等の人材確保のための実証 ・ モデル事業、

幼児教育が子供の発達や小学校以降の学習や生活に与える影響について検証するための大規模な追跡

調査等を実施し、 幼児教育の質の向上を図る。

①幼児教育の学び強化事業  0.2 億円

②幼稚園教諭等の人材確保のための人材バンク創設 ・ コンソーシアム構築事業 0.7 億円 （新規）

③幼児教育に関する大規模縦断調査事業 1.0 億円

④幼児教育の理解 ・ 発展推進事業 0.3 億円

⑤ OECD ECEC Network 事業への参加 0.2 億円

◆幼児教育の質を支える教育環境の整備　＜ 13 億円＞

〇 ICT 環境整備や施設の耐震化等、 幼児教育の質を支える教育環境整備を支援する。

①幼児教育推進体制等を活用した幼保小の架け橋プログラム促進事業 5.3 億円

②幼保小接続による不登校 ・ いじめ対策等に関する調査研究事業 0.3 億円

◆幼児教育推進体制等を活用した幼保小の架け橋プログラム促進事業　＜ 4． 6 億円＞

〇幼児教育は生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものであり、 家庭や地域の状況に関わらず、 全て

の子供が格差なく質の高い学びを享受でき、 その後の学びへと接続できるよう、 幼児期及び幼保小接続期

の教育の充実を図ることが重要である。

〇国においては、 この趣旨を実現するため、 モデル地域における 「幼保小の架け橋プログラム」 の実践 ・

成果検証を行ったところ、 小学校入学当初の教師の指導方法が変わり、 子供の主体的な姿がより見られる

ようになってきているなどの成果が上がっている。

〇一方で、 全国的にみると幼保小の接続に関する取組は未だ不十分であり、 設置者や施設類型を問わず、

各地域において幼保小の関係者が連携 ・ 協働し子供の発達や学びの連続性を確保したカリキュラムの実施

や教育方法の改善などが必要である。

令和 8 年度　予算案 （幼稚園等） の概要について
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★幼保小接続による不登校 ・ いじめ対策等に関する調査研究事業　＜ 0． 3 億＞新規

○�小学校低学年において、 不登校児童の増加率が高く、 また、 いじめの認知件数が多いことを踏まえると、

不登校 ・ いじめ対策の観点からも、 幼保小接続期の教育の充実について検討を行い、 対策に取り組むこ

とが重要である。

○�幼児教育施設と小学校での学びや生活の段差が大きいと、 子供が不安や戸惑いを感じて主体的に自己

発揮しにくくなってしまうことなども指摘されており、 学びや生活の円滑な接続に取り組んでいくことが必要

である。

◆幼児教育の学び強化事業　＜ 0． 2 億円＞

　幼児期の教育は、 生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものである。 幼児教育施設の有する機能を

家庭や地域に提供することにより、未就園児も含め、幼児期にふさわしい学びを深めていくことが重要である。

そして、 幼児教育施設入園後には、 幼児教育が直面している課題解決を図ることにより、 幼児が園での活

動を通して、 学びを深めていくことが重要である。

◆幼稚園教諭等の人材確保のための人材バンク創設 ・ コンソーシアム構築事業 ＜ 0． 7 億円＞ （新規）

○�幼児期及び幼保小接続期の教育の質的向上の根幹を成す幼稚園教諭等の人材については、 養成校生

の多くが他業種へ就職する、 平均勤続年数が少ない、 離職者の再就職が少ないなど、 人材の需要の高

止まりに供給が追い付いていない。

○�人材不足が各幼稚園の深刻な課題となっている中、 多くの園では民間の有料職業紹介事業者に高額の

紹介手数料を支払って人材確保を図っており、 園の経営を圧迫している。 このような状況が質の高い幼児

教育を提供するうえで大きな制約になっているという声もある。

◆幼児教育に関する大規模縦断調査事業　＜ 1.0 億円＞

○�幼児教育の分野においては、 長年にわたり、 より良い教育を目指した実践等が積み重ねられてきたが、

今後は調査 ・ 研究から得られた実証データの分析によるエビデンスにも基づきながら、 政策形成に取り組

むことが重要。 また、 諸外国では、 幼児教育の効果を示した長期追跡調査の研究成果はあるが、 各国

の教育制度や文化等も異なることから、 日本においても、 大規模な追跡調査を実施することが必要。

○�本調査では、 子供の成長に資する質の高い幼児教育を科学的に明らかにし、 今後の幼児教育の政策形

成 （幼稚園教育要領の改訂や指導資料の充実等） に資するエビデンスを得るため、 令和 6 年度におけ

る 5 歳児を対象に 5 年間の追跡調査を行い、 幼児教育が、 子供の発達、 小学校以降の学習や生活にど

う影響を与えるかについて検証を行う。

◆幼児教育の理解 ・ 発展推進事業　＜ 0.3 億円＞

　幼稚園教育要領、 幼保連携型認定こども園教育 ・ 保育要領、 保育所保育指針の整合性が図られており、

これらの正しい理解の下、 幼児教育施設が一体となって、 幼児に対して適切な指導が行われるよう、 研究

協議会の開催や指導資料等の作成を行い、 先進的な実践や幼保小の架け橋プログラム等の理解を深める

ことが求められる。

　また、 令和 6 年 12 月に、 中央教育審議会に対し、 初等中等教育における教育課程の基準等の在り方に

ついて諮問が行われ、 幼児教育と小学校教育との円滑な接続の改善の在り方等について検討が行われて

いるところであり、 これらの審議等を踏まえ、 幼稚園教育要領及び幼保連携型認定こども園教育 ・ 保育要
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領の改訂を着実に実施する必要がある。

◆ OECD ECEC Network 事業の参加　＜ 0． 2 億円＞

○�質の高い幼児期の教育の提供を基本理念とする 「子ども ・ 子育て支援新制度」 の開始、 幼児教育 ・ 保

育の無償化の実施に加えて、 令和 2 年 9 月の G20 教育大臣会合において質の高い幼児教育へのアクセ

スの重要性が宣言されるなど、 国内外で幼児教育の質に対する関心が高まっているところ。

○�このため、 OECD が実施する国際幼児教育 ・ 保育従事者調査等に参加し、 質の高い幼児教育を提供す

るための基礎データの整備に貢献するとともに、これらの事業への参加により、国際比較可能な幼児教育・

保育施設の活動実態に関するデータや、 各国の好事例など、 質の高い幼児教育の提供に向けた施策展

開のための重要な基礎情報を得ることとする。

◆教育支援体制整備事業費交付金　＜ 7． 9 億円＞ 【令和 7 年度補正予算額　20 億円】

○�子育て支援の更なる充実と幼児教育の質の向上を図るため、 預かり保育やこども誰でも通園制度の実施

も踏まえたこどもの学びに必要な環境整備、 DX を推進し教員がこどもと向き合う時間を確保するための

ICT 環境整備等を支援する。

◆私立幼稚園施設整備費補助金　＜ 4． 4 億円＞ 【令和 7 年度補正予算額　20 億円】

○�緊急の課題となっている国土強靱化の取組を推進する園舎や外壁等の非構造部材の耐震対策、 子ども

の命を守る防犯対策、 省エネルギーの推進に向けたエコ改修、 バリアフリー化等の施設整備に要する経

費を支援する。

2． 私立高等学校等経常費助成費補助金 （幼稚園分）

◆一般補助

○�園児 1 人あたり単価 ： 25， 904 円 （383 円増）

　物価上昇等による経常的経費増加への対応、 私立学校における教育の高度化等に必要な経費を勘案し、

生徒等 1 人当たりの国庫補助単価を増額

○�幼児教育の質の向上のための幼稚園教諭等の人材確保支援　＜ 15 億円＞

都道府県が、 幼児教育の質の向上のために、 幼稚園教諭等の人材確保を実施している私立幼稚園に助成

を行う場合、 国が都道府県に対してその助成額を補助

　①継続的な処遇改善の実施

　②�　①の実施に加え、 教員を対象とした研修による技能の習得を通じたキャリアアップやマネジメント力の

強化等を目的とした幼児教育の質の向上のための処遇改善の実施

※②については、 ①を実施している園を対象として、 中核リーダー ・ 専門リーダー ・ 若手リーダーとなる教

員の発令や専修免許状 ・ 一種免許状への上進に対する処遇改善を支援

〇中核リーダー ・ 専門リーダー 40， 000 円 （月額）

〇若手リーダー 5， 000 円 （月額）

〇専修免許状 ・ 一種免許状への上進者 5， 000 円 （月額）

※その他、 専修免許状 ・ 一種免許状の取得の促進についても支援
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◆特別補助

○�教育改革推進特別経費 （子育て支援推進経費）　＜ 36 億円＞

　 ・ 預かり保育推進事業

　 ・ 幼稚園の子育て支援活動の推進

○�幼稚園等特別支援教育経費　＜ 78 億円＞

　都道府県が、特別な支援が必要な幼児が 1 人以上就園している私立の幼稚園等に特別な助成を行う場合、

国が都道府県に対してその助成額の一部を補助

※�上記のほか、 「教育の質の向上を図る学校支援経費」 において、 安全確保の推進等に必要な経費を要

求 （18 億円）。

※単位未満四捨五入のため、 計が一致しない場合がある。

3． 子育てのための施設等利用給付交付金の給付上限額の見直しについて

○�給付上限額

　令和 7 年 12 月 26 日付けで閣議決定されました、 令和 8 年度当初予算案においては、 「子育てのための

施設等利用給付交付金」 に係る給付上限額の見直しに係る所要経費が計上されております。

　当該交付金の給付上限額については、 令和元年 10 月の制度創設時に、 当時の平均保育料や施設型給

付を受ける幼稚園の利用者負担額の上限額等を踏まえて設定したものであり、 その後据え置きとなっていた

ところですが、 今般、 物価上昇 ・ 賃金動向等も踏まえ、 保護者負担を軽減し、 こどもの育ちを一層支援す

るため、 給付上限額を下記のとおり引き上げることといたしました。

記

現行 現行 見直し後

（※括弧内は引き上げ額）

認可外保育施設等 （0 ～ 2 歳※） 42,000 円 45,700 円 （+3,700 円）

認可外保育施設等 （3 ～ 5 歳） 37,000 円 40,300 円 （+3,300 円）

新制度に移行していない幼稚園 （私学助成園） 25,700 円 28,000 円 （+2,300 円）

預かり保育等 （0 ～ 2 歳※） 16,300 円 17,700 円 （+1,400 円）

預かり保育等 （3 ～ 5 歳） 11,300 円 12,300 円 （+1,000 円）

預かり保育等 （日額単価） 450 円     490 円 （+ 40 円）

　尾上会長を先頭に加盟園の皆様からのご支援 ・ ご協力をいただきながら要望活動を行った結果、 令和 8

年度予算案においては、 それぞれの園の教育活動に必要な経費が盛り込まれているものと考えております。

本連合会としても教員の人材確保 ・ 質の向上に引き続き取り組んでまいりますので、 加盟園の皆様におか

れましても、 引き続き全日私幼連に対してご支援 ・ ご協力を下さいますようお願いします。
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⼩
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⽀
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⽀
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⼩
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⼦
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⾼
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⾃
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セ
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タ
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推

進
体

制
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⽤
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⽣
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の
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リキ
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定
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け

橋
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デ
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⾏
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⼩

の
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け
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進
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⼩
接
続
期
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的
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上
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図
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的
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⽀
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め
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め
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査
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究
や
、幼

稚
園

教
諭

等
の

⼈
材

確
保
の
た
め
の
実
証
・モ
デ
ル
事
業
、幼

児
教
育
が
⼦
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⽣
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⼤
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図
る
。

2
幼

児
教

育
の

質
の

向
上

に
関

す
る

調
査

研
究

等
2.

4億
円

（
3.

4億
円

）

3
幼

児
教

育
の

質
を

⽀
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⼊
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⼀
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⼩
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➀
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➁
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⼈
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⼈
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ア
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築
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⑤
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⽀
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⽴
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⾦
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⽤
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⽣
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⼈
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あ
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⾼
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⽣
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学
年
別
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登
校
児
童
⽣
徒
数

不
登
校
・い
じめ
対
策
等
に
資
す
る
た
め
、⼩

学
校
低
学
年
に
お
い
て
、そ
の
後
の
不
登
校
や

い
じめ
問
題
等
に
つ
な
が
る
可
能
性
の
あ
る
登
校
渋
りや
対
⼈
関
係
の
課
題
の
減
少
に
向
け
て
、

幼
児
教
育
施
設
と⼩

学
校
間
の
学
び
や
⽣
活
の
円
滑
な
接
続
に
関
す
る
具
体
的
な
取
組
に

つ
い
て
実
践
研
究
を
⾏
い
、各

地
域
に
お
け
る
不
登
校
・い
じめ
対
策
等
の
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進
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る
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
登
校
渋
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児
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の
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⼈
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係
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取
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⽣
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⽅
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⼩
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
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⼈
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予
算
額
（
案
）

）
（
新
規

幼
児
教
育
の
学
び
強
化
事
業

研
究
機
関
、⼤

学
、都

道
府
県
、市

区
町
村
、幼

児
教
育
関
係
団
体
等

委
託
先

背
景
・課
題

事
業
内
容

幼
児
期
の
教
育
は
、⽣

涯
に
わ
た
る
⼈
格
形
成
の
基
礎
を
培
う重

要
な
も
の
で
あ
る
。幼

児
教
育
施
設
の
有
す
る
機
能
を
家
庭
や
地
域
に
提
供
す
る
こと
に
よ
り、

未
就
園
児
も
含
め
、幼

児
期
に
ふ
さわ
しい
学
び
を
深
め
て
い
くこ
とが
重
要
で
あ
る
。そ
して
、幼

児
教
育
施
設
⼊
園
後
に
は
、幼

児
教
育
が
直
⾯
して
い
る
課
題

解
決
を
図
る
こと
に
よ
り、
幼
児
が
園
で
の
活
動
を
通
して
、学

び
を
深
め
て
い
くこ
とが
重
要
で
あ
る
。

調
査
研
究
に
必
要
な
経
費

（
⼈
件
費
、委

員
旅
費
、謝

⾦
等
）

委
託
対
象

経
費

①
3箇

所
×
約
40
0万

円
②
2箇

所
×
約
40
0万

円
件
数
・単
価

①
教
育
課
題
に
関
す
る
調
査
研
究

幼
児
教
育
施
設
に
お
け
る
教
育
の
質
の
向
上
の
た
め
、幼

児
教
育
施
設
が
直
⾯
して
い
る
様
々
な
教
育
課
題
に
つ
い
て
調
査
研
究
を
⾏
う。

ま
た
、幼
稚
園
教
諭
等
保
育
者
の
幼
児
教
育
に
関
す
る
専
⾨
性
の
向
上
や
⼦
育
て
の
⽀
援
を
必
要
とす
る
保
護
者
へ
の
指
導
・助
⾔
、家

庭
教
育
とい
った
幼
児
教
育
を
巡
る
様
々
な

課
題
に
対
応
す
る
⼒
を
養
う⽅

策
に
つ
い
て
調
査
研
究
を
⾏
う。

（
研
究
の
視
点
の
例
）

・
幼
保
⼩
の
合
同
研
修
や
幼
児
教
育
ア
ドバ
イザ
ー
等
の
⼈
材
育
成
に
向
け
た
研
修
等
の
改
善
・充
実
の
在
り⽅

・
認
定
こど
も
園
に
お
け
る
教
育
・保
育
カリ
キ
ュラ
ム
の
在
り⽅

・
幼
稚
園
等
に
お
け
る
ス
クー
ル
カウ
ンセ
ラー
等
の
活
⽤
の
在
り⽅

・
幼
児
教
育
の
質
の
向
上
の
た
め
の
拠
点
とし
て
の
国
公
⽴
幼
稚
園
の
役
割

等

幼
稚
園
、保

育
所
、認

定
こど
も
園

対
象
校
種

令
和
4年

度
〜

事
業
開
始

年
度

②
⼦
育
て
の
⽀
援
や
家
庭
等
との
連
携
強
化
に
関
す
る
調
査
研
究

未
就
園
児
も
含
め
、幼
児
教
育
施
設
の
機
能
を
家
庭
や
地
域
に
提
供
して
幼
児
の
学
び
を
深
め
て
い
くこ
とや
、遊
び
を
通
した
総
合
的
な
指
導
を
⾏
う幼

児
教
育
の
重
要
性
等
に

つ
い
て
家
庭
や
地
域
と認

識
を
共
有
して
意
識
を
⾼
め
る
こと
な
ど、
⼦
育
て
の
⽀
援
や
家
庭
等
との
連
携
強
化
に
つ
い
て
調
査
研
究
を
⾏
う。

（
研
究
の
視
点
の
例
）

・
幼
児
教
育
施
設
の
機
能
を
⽣
か
した
⼦
育
て
の
⽀
援
の
在
り⽅

・
幼
稚
園
に
お
け
る
預
か
り保

育
の
在
り⽅

等

（
担
当
︓
初
等
中
等
教
育
局
幼
児
教
育
課
）

0.
2億

円
令
和
８
年
度
予
算
額
（
案
）

）
0.
7億

円
（
前
年
度
予
算
額

〈
文
部
科
学
省
　
初
等
中
等
教
育
局
幼
児
教
育
課
〉
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背
景
・課
題

事
業
内
容

幼
稚
園
教
諭
等
の
⼈
材
確
保
の
た
め
の

⼈
材
バ
ン
ク
創
設
・コ
ン
ソ
ー
シ
ア
ム
構
築
事
業

R６
H
29

1.
14

1.
35

全
職
種

2.
71

1.
66

幼
稚
園
教
諭

2.
95

2.
47

保
育
⼠

有
効
求
⼈
倍
率
の
推
移
（
年
平
均
）

○
幼
児
期
及
び
幼
保
⼩
接
続
期
の
教
育
の
質
的
向
上
の
根
幹
を
成
す
幼
稚
園
教
諭
等
の
⼈
材
に
つ
い
て
は
、養

成
校
⽣
の
多
くが
他
業
種
へ
就
職
す
る
、

平
均
勤
続
年
数
が
少
な
い
、離

職
者
の
再
就
職
が
少
な
い
な
ど、
⼈
材
の
需
要
の
⾼
⽌
ま
りに
供
給
が
追
い
付
い
て
い
な
い
。

○
⼈
材
不
⾜
が
各
幼
稚
園
の
深
刻
な
課
題
とな
って
い
る
中
、多

くの
園
で
は
⺠
間
の
有
料
職
業
紹
介
事
業
者
に
⾼
額
の
紹
介
⼿
数
料
を
⽀
払
って
⼈

材
確
保
を
図
って
お
り、
園
の
経
営
を
圧
迫
して
い
る
。こ
の
よ
うな
状
況
が
質
の
⾼
い
幼
児
教
育
を
提
供
す
る
うえ
で
⼤
き
な
制
約
に
な
って
い
る
とい
う声

も
あ
る
。

①
⼈
材
バ
ン
ク
創
設
事
業

事
業
開
始
年
度

委
託
先

事
業
規
模

令
和
８
年
度
〜

①
50
0万

円
５
団
体

②
60
0万

円
５
団
体

②
コン
ソ
ー
シ
ア
ム
構
築
事
業

⼤
学
等

コン
ソ
ー
シ
ア
ム
体
制
を
⽣
か
し、

地
域
の
⼈
材
確
保
に
か
か
る

課
題
解
決
の
た
め
の
取
組
を
実
施

コー
デ
ィネ
ー
タ
ー
配
置

⾃
治
体
や
⼤
学
等
が
主
体
とな
り、
地
域
に
お
け
る
⼈
材
確
保
に
向
け
た
協
議
体
制
を
構
築

⇒
さら
に
、地

域
の
多
様
な
主
体
に
よ
る
連
携
・協
働
の
在
り⽅

を
検
討
し、
その
成
果
を
全
国
的

に
普
及

地
元
企
業

県
・市
町
村

域
内
の
他
⼤
学

幼
稚
園
等

幼
稚
園
団
体

域
内
の
⼩
中
⾼
校

＜
想
定
さ
れ
る
課
題
の
例
＞

・
養
成
校
⼊
学
者
数
の
減
少

・
養
成
課
程
を
通
じた
希
望
者
数
の
減
少

・
⼊
職
時
の
ミス
マッ
チ
に
よ
る
早
期
離
職

・
幼
稚
園
教
諭
や
専
⾨
⼈
材
等
の
⼈
材
不
⾜

＜
課
題
解
決
の
た
め
の
取
組
＞

・
外
部
⼈
材
の
活
⽤
・⼈
材
交
流

・
教
育
実
習
の
実
施
に
関
す
る
統
⼀
マニ
ュア
ル
等
の

策
定

・
幼
稚
園
等
か
らの
相
談
受
⼊
れ
体
制
の
整
備

・
広
報
活
動
等

⾃
治
体
、⼤

学
等

幼
稚
園
等

②
仲
介
・斡
旋
の
推
進

①
⼈
材
の
登
録

③
定
期
的
な
掲
載
情
報
の
更
新

⾃
治
体
・⼤
学

教
員
免
許
保
有
者

⼈
材
バ
ン
ク

①
幼
稚
園
等
の
登
録

域
内
の
他
⼤
学

⾃
治
体
や
⼤
学
等
が
、幼

稚
園
教
諭
等
の
⼈
材
確
保
の
た
め
の
⼈
材
バ
ン
ク
を
創
設

⇒
地
域
全
体
の
公
益
性
の
⾼
い
⼈
材
確
保
ネ
ット
ワ
ー
ク
を
構
築
し、
幼
稚
園
教
諭
の
⼈
材
不

⾜
に
対
処 幼
稚
園
団
体

⼦
育
て
⽀
援
員

幼
稚
園
教
諭

⼼
理
⼠

保
育
補
助
者

①
幼
稚
園
等
・⼈
材
の
登
録

・
幼
稚
園
教
諭
・養
成
校
卒
業
⽣

等
に
対
して
、⼈

材
バ
ンク
に
登

録
す
る
メリ
ット
を
周
知
す
る
等
し

て
、登

録
を
促
進
。

・
養
成
校
や
幼
稚
園
団
体
等
とも

協
働
し、
⼈
材
バ
ンク
へ
の
積
極

的
な
登
録
を促

す
体
制
を構

築

②
仲
介
・斡
旋
（
就
職
⽀
援
）
の
促
進

・
主
に
復
職
希
望
者
を
対
象
。

・
個
々
の
ニー
ズ
に
あ
った
求
⼈
情
報
の

掲
載
等
に
よ
り、
⼊
職
時
の
ミス
マッ
チ

を
防
ぎ
、定

着
率
の
向
上
に
繋
げ
る
。

・
追
加
的
な
取
組
み
とし
て
、⼈

材
バ
ン

クに
登
録
され
た
教
員
免
許
状
保
有

者
等
に
対
して
、ア
ウト
リー
チ
型
の
⽀

援
を
実
施
す
る
こと
も
想
定
。

③
定
期
的
な

掲
載
情
報
の
更
新

・
⽇
頃
か
らの
各
主
体
と

の
密
な
連
携
に
より
、

定
期
的
な
掲
載
情
報

の
更
新
や
、登

録
者

へ
の
周
知
が
図
られ
る

よ
うな
、効

果
的
な
取

組
を
実
施
。

（
担
当
︓
初
等
中
等
教
育
局
幼
児
教
育
課
）

0.
7億

円
令
和
８
年
度
予
算
額
（
案
）

）
（
新
規

R９
〜
10
年
度
本
調
査

(⼩
学
校
３
〜
４
年
⽣
)

の
実
施

R８
年
度
本
調
査

(⼩
学
校
２
年
⽣
)

の
実
施

（
１
）
実
施
対
象

令
和
６
年
度
に
お
け
る
５
歳
児
を
対
象
に
した
５
年
間
の
追
跡
調
査

※
地
域
区
分
や
⼈
⼝
規
模
等
を
踏
ま
え
て
、全

国
８
ブ
ロッ
クか
ら⼤

規
模
・中
規
模
・⼩
規
模
⾃
治
体
合
わ
せ
て
７
５
市
町
村
か
ら

調
査
対
象
者
を
無
作
為
抽
出

（
２
）
調
査
⽅
法
・調
査
対
象

以
下
の
調
査
対
象
者
に
ア
ン
ケ
ー
ト調

査
を
実
施

①
調
査
開
始
（
R６

年
度
）
時
点
で
、就
学
前
教
育
・保
育
施
設
（
施
設
種
、公
⽴
・私
⽴
、認
可
・無
認
可
は
問
わ
な
い
）
に
通
う５

歳
児
を
⼦
供
に
も
つ
保
護
者

②
上
記
①
の
5歳

児
が
通
う施
設
の
園
⻑
・担
任
保
育
者
（
幼
稚
園
教
諭
、保

育
教
諭
、保

育
⼠
等
）
※
本
調
査
１
年
⽬
（
R６

年
度
調
査
）
の
み

③
上
記
①
の
5歳

児
が
就
学
した
⼩
学
校
の
校
⻑
・担
任
教
師

※
本
調
査
２
年
⽬
（
R７

年
度
調
査
）
〜

（
３
）
調
査
内
容

①
保
護
者
︓
⼦
供
の
成
⻑
、資

質
・能
⼒
、家

庭
で
の
養
育
環
境
等

②
園
⻑
・保
育
者
︓
保
育
者
の
⼈
数
、園

の
取
組
、労

働
環
境
、保

育
者
の
実
践
等

※
本
調
査
１
年
⽬
（
R６

年
度
調
査
）
の
み

③
⼩
学
校
の
校
⻑
・担
任
教
師
︓
幼
保
⼩
接
続
の
取
組
、学

級
⾵
⼟
等

※
本
調
査
２
年
⽬
（
R７

年
度
調
査
）
〜

※
な
お
、調

査
の
実
施
に
当
た
って
は
、委

託
先
に
お
い
て
、幼

児
教
育
や
発
達
⼼
理
学
に
加
え
、経

済
学
、脳

科
学
、教

育
政
策
等
の
様
々
な
分
野
か
らの
研
究
者
で

ネ
ット
ワ
ー
クを
構
築
し、
多
様
な
視
点
か
ら分

析
等
を
⾏
う。

R７
年
度
本
調
査

(⼩
学
校
１
年
⽣
)

の
実
施

R６
年
度
本
調
査

(5
歳
児
)

の
実
施

幼
児
教
育
に
関
す
る
⼤
規
模
縦
断
調
査
事
業

背
景
・課
題

○
幼
児
教
育
の
分
野
に
お
い
て
は
、⻑

年
に
わ
た
り、
よ
り良

い
教
育
を
⽬
指
した
実
践
等
が
積
み
重
ね
られ
て
き
た
が
、今

後
は
調
査
・研
究
か
ら得

られ
た
実
証
デ
ー
タの
分

析
に
よ
る
エ
ビデ
ンス
に
も
基
づ
き
な
が
ら、
政
策
形
成
に
取
り組

む
こと
が
重
要
。ま
た
、諸

外
国
で
は
、幼

児
教
育
の
効
果
を
⽰
した
⻑
期
追
跡
調
査
の
研
究
成
果
は
あ
る

が
、各

国
の
教
育
制
度
や
⽂
化
等
も
異
な
る
こと
か
ら、
⽇
本
に
お
い
て
も
、⼤

規
模
な
追
跡
調
査
を
実
施
す
る
こと
が
必
要
。

○
本
調
査
で
は
、⼦
供
の
成
⻑
に
資
す
る
質
の
⾼
い
幼
児
教
育
を
科
学
的
に
明
らか
に
し、
今
後
の
幼
児
教
育
の
政
策
形
成
（
幼
稚
園
教
育
要
領
の
改
訂
や
指
導
資

料
の
充
実
等
）
に
資
す
る
エ
ビデ
ンス
を
得
る
た
め
、令

和
６
年
度
に
お
け
る
５
歳
児
を
対
象
に
５
年
間
の
追
跡
調
査
を
⾏
い
、幼
児
教
育
が
、⼦
供
の
発
達
、⼩
学
校

以
降
の
学
習
や
⽣
活
に
どう
影
響
を
与
え
る
か
に
つ
い
て
検
証
を
⾏
う。

調
査
の
概
要

ス
ケ
ジ
ュー
ル
（
事
業
実
施
期
間
）

委
託
先
・箇
所
数

単
価

対
象
経
費

・⼤
学
１
箇
所
（
継
続
の
み
）

・約
8,
90
0万

円
・調
査
実
施
に
必
要
な
経
費

R5
年
度
先
⾏

調
査

の
実
施

（
担
当
︓
初
等
中
等
教
育
局
幼
児
教
育
課
）

1.
0億

円
令
和
８
年
度
予
算
額
（
案
）

）
1.
1億

円
（
前
年
度
予
算
額

幼
児

教
育

の
理

解
・発

展
推

進
事

業
背

景
・課

題
幼

稚
園

教
育

要
領

、幼
保

連
携

型
認

定
こど

も
園

教
育

・保
育

要
領

、保
育

所
保

育
指

針
の

整
合

性
が

図
られ

て
お

り、
これ

らの
正

しい
理

解
の

下
、幼

児
教

育
施

設
が

⼀
体

とな
って

、幼
児

に
対

して
適

切
な

指
導

が
⾏

わ
れ

る
よ

う、
研

究
協

議
会

の
開

催
や

指
導

資
料

等
の

作
成

を
⾏

い
、先

進
的

な
実

践
や

幼
保

⼩
の

架
け

橋
プ

ロ
グ

ラ
ム

等
の

理
解

を
深

め
る

こと
が

求
め

られ
て

い
る

。
ま

た
、令

和
６

年
12

⽉
に

、中
央

教
育

審
議

会
に

対
し、

初
等

中
等

教
育

に
お

け
る

教
育

課
程

の
基

準
等

の
在

り⽅
に

つ
い

て
諮

問
が

⾏
わ

れ
、幼

児
教

育
と⼩

学
校

教
育

との
円

滑
な

接
続

の
改

善
の

在
り⽅

等
に

つ
い

て
検

討
が

⾏
わ

れ
て

い
る

とこ
ろ

で
あ

り、
これ

らの
審

議
等

を
踏

ま
え

、幼
稚

園
教

育
要

領
及

び
幼

保
連

携
型

認
定

こど
も

園
教

育
・保

育
要

領
の

改
訂

を
着

実
に

実
施

す
る

必
要

が
あ

る
。

事
業

内
容

幼
児

教
育

の
理

解
・発

展
推

進
事

業
（

事
業

開
始

年
度

︓
平

成
１

２
年

度
〜

）

各
都

道
府

県
に

お
い

て
、設

置
者

（
国

公
私

）
や

施
設

類
型

（
幼

稚
園

、
保

育
所

、認
定

こど
も

園
）

を
問

わ
ず

、⾃
治

体
の

幼
児

教
育

担
当

者
や

幼
稚

園
教

諭
、保

育
⼠

、保
育

教
諭

等
を

対
象

とし
て

、幼
保

⼩
の

架
け

橋
プ

ロ
グ

ラム
な

ど、
幼

児
教

育
に

関
す

る
専

⾨
的

な
研

究
協

議
等

を
⾏

う都
道

府
県

協
議

会
を

開
催

す
る

。ま
た

、都
道

府
県

協
議

会
に

お
け

る
成

果
を

中
央

協
議

会
に

お
い

て
発

表
・共

有
す

る
こと

で
、さ

らな
る

幼
児

教
育

の
振

興
・充

実
を

図
る

。

47
箇

所
×

約
50

万
円

件
数

・単
価

都
道

府
県

⽀
出

先

都
道

府
県

協
議

会
に

必
要

な
経

費
（

諸
謝

⾦
、委

員
等

旅
費

、教
職

員
研

修
費

）
対

象
経

費

幼
稚

園
教

育
要

領
等

の
改

訂

令
和

６
年

12
⽉

 中
央

教
育

審
議

会
諮

問
初

等
中

等
教

育
に

お
け

る
教

育
課

程
の

基
準

等
の

在
り⽅

に
つ

い
て

【審
議

事
項

】
幼

児
教

育
と⼩

学
校

教
育

との
円

滑
な

接
続

の
改

善
の

在
り⽅

 等

幼
児

教
育

実
施

の
た

め
の

指
導

資
料

の
作

成
等

幼
稚

園
教

育
要

領
等

に
基

づ
く活

動
を

着
実

に
実

施
す

る
た

め
、そ

の
内

容
を

踏
ま

え
た

具
体

的
な

教
育

課
程

の
編

成
や

指
導

の
在

り⽅
等

に
関

す
る

指
導

資
料

等
を

作
成

す
る

。

幼
児

教
育

と⼩
学

校
教

育
との

円
滑

な
接

続
の

改
善

の
在

り⽅
、設

置
者

や
施

設
類

型
を

問
わ

ず
、幼

児
教

育
の

質
の

向
上

を
図

る
共

通
的

⽅
策

に
つ

い
て

検
討

。

中
央

教
育

審
議

会
の

審
議

等
を

踏
ま

え
、幼

稚
園

教
育

要
領

及
び

幼
保

連
携

型
認

定
こど

も
園

教
育

・保
育

要
領

の
改

訂
を

着
実

に
実

施
す

る
とと

も
に

、そ
の

解
説

書
等

を
作

成
。

（
担

当
︓

初
等

中
等

教
育

局
幼

児
教

育
課

）

0.
3億

円
令

和
８

年
度

予
算

額
（

案
）

）
0.

3億
円

（
前

年
度

予
算

額
O

EC
D

 E
CE

C 
N

et
w

or
k事

業
へ

の
参

加

○
質

の
⾼

い
幼

児
期

の
教

育
の

提
供

を
基

本
理

念
とす

る
「⼦

ども
・⼦

育
て

⽀
援

新
制

度
」の

開
始

、幼
児

教
育

・保
育

の
無

償
化

の
実

施
に

加
え

て
、令

和
２

年
9

⽉
の

G2
0教

育
⼤

⾂
会

合
に

お
い

て
質

の
⾼

い
幼

児
教

育
へ

の
ア

クセ
ス

の
重

要
性

が
宣

⾔
され

る
な

ど、
国

内
外

で
幼

児
教

育
の

質
に

対
す

る
関

⼼
が

⾼
ま

って
い

る
とこ

ろ
。

○
この

た
め

、O
EC

D
が

実
施

す
る

国
際

幼
児

教
育

・保
育

従
事

者
調

査
等

に
参

加
し、

質
の

⾼
い

幼
児

教
育

を
提

供
す

る
た

め
の

基
礎

デ
ー

タ
の

整
備

に
貢

献
す

る
と

とも
に

、こ
れ

らの
事

業
へ

の
参

加
に

よ
り、

国
際

⽐
較

可
能

な
幼

児
教

育
・保

育
施

設
の

活
動

実
態

に
関

す
る

デ
ー

タ
や

、各
国

の
好

事
例

な
ど、

質
の

⾼
い

幼
児

教
育

の
提

供
に

向
け

た
施

策
展

開
の

た
め

の
重

要
な

基
礎

情
報

を
得

る
こと

とす
る

。

背
景

・課
題

下
記

の
事

業
に

参
画

し、
幼

児
教

育
の

質
向

上
の

た
め

の
施

策
⽴

案
に

活
か

す
。

事
業

内
容

「O
EC

D
国

際
幼

児
教

育
・保

育
従

事
者

調
査

」
(S

ta
rt

in
g 

St
ro

ng
 T

ea
ch

in
g 

an
d 

Le
ar

ni
ng

 In
te

rn
at

io
na

l S
ur

ve
y（

TA
LI

S
St

ar
tin

g
St

ro
ng

）
）

※
拠

出
⾦

に
つ

い
て

は
、⽂

部
科

学
省

、こ
ども

家
庭

庁
で

按
分

して
負

担
。

※
国

内
に

お
け

る
調

査
実

施
の

事
務

的
経

費
は

国
⽴

教
育

政
策

研
究

所
で

負
担

。

○
「O

EC
D

国
際

幼
児

教
育

・保
育

従
事

者
調

査
」（

20
18

年
）

勤
務

環
境

や
研

修
な

どの
保

育
者

の
資

質
・能

⼒
の

向
上

に
関

す
る

状
況

等
を

調
査

。

○
「質

の
⾼

い
包

括
的

な
幼

児
教

育
・保

育
を

⽬
的

とし
た

政
策

へ
の

研
究

の
転

換
」（

20
23

〜
20

24
年

）
「幼

児
教

育
・保

育
を

通
じ

た
よ

り平
等

な
機

会
と包

括
性

の
確

保
」に

向
け

て
、

⼦
供

の
発

達
、学

習
、福

祉
に

関
す

る
最

新
の

研
究

を
基

に
、幼

児
教

育
･保

育
に

関
す

る
政

策
の

改
善

、新
しい

政
策

の
導

⼊
条

件
等

を
調

査
。

過
去

の
参

加
実

績

勤
務

環
境

や
研

修
、管

理
運

営
等

に
つ

い
て

、保
育

者
及

び
園

⻑
・所

⻑
を

対
象

に
、第

２
期

調
査

が
20

21
年

か
ら開

始
。

第
２

期
調

査
で

は
、⽇

本
の

保
育

者
及

び
園

⻑
・所

⻑
の

研
修

等
に

よ
る

専
⾨

性
向

上
へ

の
意

識
の

⾼
さ

な
どが

明
らか

に
な

った
⼀

⽅
、保

育
者

の
仕

事
時

間
や

仕
事

に
対

す
る

満
⾜

度
、社

会
的

評
価

等
に

つ
い

て
の

課
題

も
あ

り、
調

査
結

果
を

参
考

に
施

策
⽴

案
に

活
⽤

。

「未
来

を
形

作
る

︓
幼

児
教

育
・保

育
を

通
して

⼈
⽣

を
変

⾰
す

る
」

（
Sh

ap
in

g 
th

e 
Fu

tu
re

 :
 T

ra
ns

fo
rm

in
g 

liv
es

 th
ro

ug
h 

Ea
rly

 C
hi

ld
ho

od
 E

du
ca

tio
n 

an
d 

Ca
re

）
EC

EC
ne

tw
or

kに
お

け
る

25
年

に
わ

た
る

幼
児

教
育

・保
育

に
関

す
る

国
際

的
な

政
策

レ
ビ

ュー
を

未
来

に
向

け
た

考
察

に
発

展
さ

せ
る

た
め

、幼
児

教
育

・保
育

に
関

す
る

指
標

の
ダッ

シ
ュボ

ー
ドの

作
成

、⼈
材

の
確

保
、研

修
、定

着
に

関
す

る
政

策
⽂

書
の

作
成

等
に

取
り組

む
。2

02
5年

か
ら2

02
6年

に
か

け
て

調
査

・公
表

予
定

。

（
担

当
︓

初
等

中
等

教
育

局
幼

児
教

育
課

）

0.
2億

円
令

和
８

年
度

予
算

額
（

案
）

）
0.

2億
円

（
前

年
度

予
算

額
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教
育
⽀
援
体
制
整
備
事
業
費
交
付
⾦

○
⼦
育
て
⽀
援
の
更
な
る
充
実
と幼
児
教
育
の
質
の
向
上
を
図
る
た
め
、預

か
り保

育
や
こど
も
誰
で
も
通
園
制
度
の
実
施
も
踏
ま
え
た

こど
も
の
学
び
に
必
要
な
環
境
整
備
、D
Xを
推
進
し教

員
が
こど
も
と向

き
合
う時

間
を
確
保
す
る
た
め
の
IC
T環
境
整
備
等
を
⽀
援
す
る
。

担
当
︓
初
等
中
等
教
育
局
幼
児
教
育
課

20
億
円
※

令
和
７
年
度
補
正
予
算
額

都
道
府
県

幼
稚
園
、幼

稚
園
型
認
定
こど
も
園
、幼

保
連
携
型
認
定
こど
も
園

幼
稚
園
、認

定
こど
も
園
、保

育
所

幼
稚
園

幼
稚
園
、幼

稚
園
型
認
定
こど
も
園
、幼

保
連
携
型
認
定
こど
も
園

１

国
１
/２

等

園
務
平
準
化
の
た
め
の
業
務
体
制
へ
の
⽀
援

IC
T環
境
整
備
の
⽀
援

※
幼
児
教
育
の
質
の
向
上
の
た
め
の
研
修
⽀
援

教
育
の
質
の
向
上
を
図
る
た
め
、教

職
員
を
対
象
とし
た

研
修
を
⽀
援

幼
児
教
育
の
質
の
向
上
の
た
め
の
緊
急
環
境
整
備

※

（
1）

安
⼼
・安
全
の
た
め
の
園
務
平
準
化
に
必
要
な
経
費
を
⽀
援

（
2）

認
定
こど
も
園
等
へ
移
⾏
す
る
た
め
の
準
備
経
費
を
⽀
援

現
状
・課
題
・事
業
内
容

２ ３ ４

１ ２ ３ ４

物
品
購
⼊
費
等

研
修
参
加
費
等

事
務
職
員
雇
⽤
費
等

端
末
購
⼊
費
等

3 4
2幼
児
の
学
び
に
必
要
な
遊
具
、運

動
⽤
具
、

保
健
衛
⽣
⽤
品
等
の
整
備
を
⽀
援

教
員
等
の
業
務
負
担
を
軽
減
し幼

児
と向

き
合
う時

間
を

確
保
す
る
た
め
の
IC
T環

境
の
整
備
を
⽀
援

平
成
27
年
度
〜

補
助
割
合

対
象

校
種

主
な

対
象
経
費

実
施

主
体

事
業
開
始
年
度

※
幼
児
教
育
の
質
の
向
上
の
た
め
の
緊
急
環
境
整
備
の
⼀
部
及
び
IC
T環

境
整
備
の
⽀
援
に
つ
い
て
は
令
和
７
年
度
補
正
予
算
に
計
上

1

7.
9億

円
令
和
８
年
度
予
算
額
（
案
）

）
8.
3億

円
（
前
年
度
予
算
額

４
ア
ス
ベ
ス
ト等

対
策

・・
・
吹
き
付
け
ア
ス
ベ
ス
トの
除
去
等

５
屋
外
教
育
環
境
整
備

・・
・
ア
ス
レ
チ
ック
遊
具
、屋

外
ス
テ
ー
ジ
、防

⾳
壁
等
の
整
備

私
⽴
幼
稚
園
施
設
整
備
費
補
助
⾦

○
緊
急
の
課
題
とな
って
い
る
国
⼟
強
靱
化
の
取
組
を
推
進
す
る
園
舎
や
外
壁
等
の
⾮
構
造
部
材
の
耐
震
対
策
、こ
ども
の
命
を
守
る
防
犯
対
策
、

省
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
推
進
に
向
け
た
エ
コ改

修
、バ
リア
フリ
ー
化
等
の
施
設
整
備
に
要
す
る
経
費
を
⽀
援
す
る
。

担
当
︓
初
等
中
等
教
育
局
幼
児
教
育
課

私
⽴
の
幼
稚
園

対
象

校
種

国
１
/３
、事

業
者
２
/３

※
地
震
に
よ
る
倒
壊
等
の
危
険
性
が
⾼
い
施
設
の
耐
震
補
強

特
別
防
犯
対
策

国
１
/２
、事

業
者
１
/２

補
助

割
合

⼯
事
費
、実

施
設
計
費
、耐

震
診
断
費

等
対
象

経
費

１
耐
震
補
強

・・
・
耐
震
補
強
、⾮

構
造
部
材
の
耐
震
対
策
、耐

震
診
断
、防

災
機
能
強
化

２
a
防
犯
対
策

・・
・
⾨
・フ
ェン
ス
・防
犯
監
視
シ
ス
テ
ム
等
の
設
置

８
バ
リア
フリ
ー
化

・・
・
ス
ロー
プ
の
設
置
、ト
イレ
の
バ
リア
フリ
ー
化
等
の
整
備

３
新
築
・増
築
・改
築

・・
・
新
築
、増

築
、耐

震
改
築
、そ
の
他
の
危
険
建
物
の
改
築

６
エ
コ改

修
・・
・
太
陽
光
発
電
、省

エ
ネ
型
設
備
等
の
設
置
・改
修

７
内
部
改
修

・・
・
預
か
り保

育
、学

級
編
制
基
準
⾒
直
し（

1学
級
35
⼈
→
30
⼈
）

園
舎
の
整
備

（
多
様
な
学
び
の
た
め
の
間
仕
切
り設

置
、空

調
整
備
等
）

２
b
特
別
防
犯
対
策

・・
・
防
犯
カメ
ラ・
オ
ー
トロ
ック
シ
ス
テ
ム
・⾮
常
通
報
装
置
等
を
含
め
た
防
犯
対
策
整
備

（
R5
~
︓
補
助
率
の
嵩
上
げ
1/
3→

1/
2を
R1
0ま
で
延
⻑
）

現
状
・課
題
・事
業
内
容

事
業
者
（
学
校
設
置
者
）

昭
和
42
年
度
〜

実
施

主
体

事
業
開
始

年
度

※
耐
震
補
強
、特

別
防
犯
対
策
、増

築
・改
築
の
⼀
部
、エ
コ改

修
及
び
内
部
改
修
の
⼀
部
に
つ
い
て
は
令
和
７
年
度
補
正
予
算
に
計
上

4.
4億

円
令
和
８
年
度
予
算
額
（
案
）

）
4.
5億

円
（
前
年
度
予
算
額

20
億
円
※

令
和
７
年
度
補
正
予
算
額

私
立
高
等
学
校
等
経
常
費
助
成
費
等
補
助

令
和
８
年
度
予
算
額
（
案
）

 1
,0

06
億
円

（
前
年
度
予
算
額

 1
,0

03
億
円
）

事
業
内
容

○
私
立
高
等
学
校
等
の
教
育
条
件
の
維
持
向
上
や
学
校
経
営
の
健
全
性
の
向
上
等
を
図
る
とと
も
に
、自

主
性
に
基
づ
く特
色
あ
る
質
の
高
い
教
育
を
充
実
す
る
た
め
、国

が
都
道
府
県

に
よる
経
常
費
助
成
等
に
対
して
補
助
を行

う。
私
立
高
等
学
校
等
経
常
費
助
成
費
補
助

●
一
般
補
助

83
7億

円
（

83
3億

円
）

都
道
府
県
が
、私

立
の
高
等
学
校
、中

学
校
、小

学
校
及
び
幼
稚
園
等
の
経
常
的
経
費
に
つ
い
て
助
成
す
る
場
合
、国

が
都
道
府
県
に
対
して
そ
の
助
成
額
の
一
部
を補

助
。

○
物
価
上
昇
等
へ
の
対
応
、私

立
学
校
に
お
け
る教

育
の
高
度
化
等
に
必
要
な
幼
児
児
童
生
徒
１
人
当
た
り単

価
の
増
額

○
幼
稚
園
教
諭
等
の
継
続
的
な
賃
上
げ
及
び
幼
児
教
育
の
質
の
向
上
の
た
め
の
処
遇
改
善
に
対
す
る
支
援
を引

き続
き実

施
●
特
別
補
助

13
6億

円
（

13
7億

円
）

 教
育
改
革
推
進
特
別
経
費

<
55
億
円

>
   
都
道
府
県
が
、私

立
学
校
の
特
色
あ
る取

組
等
に
助
成
を行

う場
合
、国

が
都
道
府
県
に
対
して
そ
の
助
成
額
の
一
部
を補

助
。

①
教
育
の
質
の
向
上
を
図
る
学
校
支
援
経
費
の
充
実
（
次
世
代
を
担
う人

材
育
成
の
促
進
、外

国
人
入
学
生
の
受
入
れ
の
た
め
の
環
境
整
備
、

IC
T教

育
環
境
の
整
備
、

教
育
相
談
体
制
の
整
備
、安

全
確
保
の
推
進
、特
別
支
援
教
育
に
か
か
る
活
動
の
充
実
、教

員
業
務
支
援
員
の
配
置
等
）

<
19
億
円

>
②
子
育
て
支
援
推
進
経
費
（
預
か
り保

育
推
進
事
業
、幼

稚
園
の
子
育
て
支
援
活
動
の
推
進
）

<
36
億
円

>
幼
稚
園
等
特
別
支
援
教
育
経
費

<
78
億
円

>
   

   
都
道
府
県
が
、特

別
な
支
援
が
必
要
な
幼
児
が
１
人
以
上
就
園
して
い
る
私
立
の
幼
稚
園
等
に
特
別
な
助
成
を行

う場
合
、国

が
都
道
府
県
に
対
して
そ
の
助
成
額
の
一
部
を補

助
。

 授
業
料
減
免
事
業
等
支
援
特
別
経
費

 <
2億

円
>

私
立
の
小
中
学
校
等
が
、家

計
急
変
等
の
経
済
的
理
由
か
ら授

業
料
の
納
付
が
困
難
とな
った
児
童
生
徒
に
対
し授

業
料
減
免
措
置
を行

い
、都

道
府
県
が
そ
の
減
免
額
に
助
成

を行
う場

合
、国

が
都
道
府
県
に
対
して
そ
の
助
成
額
の
一
部
を補

助
。

過
疎
高
等
学
校
特
別
経
費

<
1.

5億
円

>
   
都
道
府
県
が
、過

疎
地
域
に
所
在
す
る
私
立
高
等
学
校
の
経
常
的
経
費
に
助
成
を行

う場
合
、国

が
都
道
府
県
に
対
して
そ
の
助
成
額
の
一
部
を補

助
。

私
立
高
等
学
校
等
経
常
費
補
助

●
特
定
教
育
方
法
支
援
事
業

34
億
円
（

33
億
円
）

特
別
支
援
学
校
等
に
対
して
、国

が
その
教
育
の
推
進
に
必
要
な
経
費
の
一
部
を補

助
。

※
子
ども
・子
育
て
支
援
制
度
移
行
分
を含

む
。

※
単
位
未
満
四
捨
五
入
の
た
め
、計

が
一
致
しな
い
場
合
が
あ
る
。

※
（

  ）
 は
前
年
度
予
算
額

私
立
高
等
学
校
等
は
、多

様
な
人
材
育
成
や
特
色
あ
る
教
育
を
行
うこ
とに
よ
り、
我

が
国
の
学
校
教
育
の
発
展
に
大
きく
貢
献
して
い
る
。私

立
高
等
学
校
等
が
我
が
国
の

初
等
中
等
教
育
に
果
た
して
い
る
役
割
の
重
要
性
に
鑑
み
、都

道
府
県
に
よ
る
経
常

的
経
費
へ
の
助
成
を支

援
す
る
必
要
が
あ
る
。

背
景
説
明

私
立
高
等
学
校
等
の
教
育
条
件
の
維
持
向
上
や
学
校
経
営
の
健
全
性
の
向
上
等
を

図
る
こと
に
よ
り、
私
立
高
等
学
校
等
の
健
全
な
発
展
に
資
す
る
とと
も
に
、私

立
高
等

学
校
等
に
お
け
る
多
様
な
人
材
育
成
や
特
色
あ
る
教
育
を充

実
す
る
。

目
的
・目
標

〈
文
部
科
学
省
　
高
等
教
育
局
私
学
部
私
学
助
成
課
〉

プ
レ
ゼ
ンテ
ー
シ
ョン
表
紙
サ
ンプ
ル
（
ス
ライ
ドサ
イズ

4：
3

25
.4

 x
 1

9.
05

cm
）

令
和
８
年
度
予
算
案
に
つ
い
て

令
和
７
年

12
月

高
等
教
育
局
私
学
部
私
学
助
成
課
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私
立
高
等
学
校
等
経
常
費
助
成
費
等
補
助

 生
徒
等
１
人
当
た
り単

価
令
和
８
年
度
予
算
額
（
案
）
に
お
け
る
生
徒
等
１
人
当
た
り単

価

近
年

、学
校

で
対

応
す

る
課

題
は

多
様

化
・複

雑
化

し
て

お
り、

私
立

高
等

学
校

等
の

所
轄

庁
で

あ
る

都
道

府
県

の
補

助
に

お
け

る
生

徒
等

１
人

当
た

り単
価

の
実

績
は

年
々

増
加

傾
向

に
あ

る
。

背
景
説
明

※
この

ほ
か

、加
算

分
に

つ
い

て
は

別
途

所
要

額
を

計
上

。

令
和
８
年
度
予
算
額
（
案
）
で
の
対
応

物
価

上
昇

等
に

よ
る

経
常

的
経

費
増

加
へ

の
対

応
、私

立
学

校
に

お
け

る
教

育
の

高
度

化
等

に
必

要
な

経
費

を勘
案

し、
生

徒
等

１
人

当
た

りの
国

庫
補

助
単

価
を

増
額

厳
しい

財
政

事
情

で
は

あ
る

が
、国

も
私

学
助

成
の

充
実

に
努

め
て

い
く中

で
、所

轄
庁

で
あ

る
都

道
府

県
に

お
い

て
も

、生
徒

等
１

人
当

た
り単

価
の

増
額

や
私

立
高

等
学

校
等

の
特

色
あ

る
取

組
へ

の
支

援
の

拡
充

な
ど、

私
学

助
成

の
充

実
を図

る
こと

が
期

待
され

る
。

全
日

制
・定

時
制

課
程

59
,9

78
（

59
,2

08
）

広
域

以
外

の
通

信
制

課
程

18
,1

18
（

17
,8

85
）

後
期

課
程

 
59

,9
78

（
59

,2
08

）

前
期

課
程

52
,4

96
（

51
,8

22
）

52
,4

96
（

51
,8

22
）

後
期

課
程

 
52

,4
96

（
51

,8
22

）

前
期

課
程

50
,8

42
（

50
,1

90
）

50
,8

42
（

50
,1

90
）

25
,9

04
（

25
,5

21
）

高
等

部
1,

64
3,

49
2

（
1,

62
2,

40
0）

高
等

部
以

外
1,

62
9,

75
5

（
1,

60
8,

84
0）

60
4,

44
5

（
59

6,
68

8）

29
,5

50
（

29
,5

50
）

広
域

通
信

制
高

等
学

校

中
　　

学
　　

校
義 務 教 育 学 校

小
　　

学
　　

校

幼
　　

稚
　　

園
特 別 支 援 学 校

特
別

支
援

学
級

中 等 教 育 学 校

区
　分

生
徒

等
１

人
当

た
り単

価
（

円
）

※
括

弧
書

き
は

前
年

度
単

価
高 等 学 校

教
育
改
革
推
進
特
別
経
費
（
幼
稚
園
等
：
子
育
て
支
援
推
進
経
費
）

事
業
内
容

子
ども

・子
育

て
支

援
の

更
な

る
質

の
向

上
を図

る
とと

も
に

、多
様

な
保

育
の

受
け

皿
を

拡
充

す
る

た
め

、幼
稚

園
に

お
け

る
預

か
り保

育
や

子
育

て
支

援
活

動
を

支
援

す
る

。

①
預
か
り保

育
推
進
事
業

幼
稚

園
の

教
育

時
間

終
了

後
や

休
業

日
に

「預
か

り保
育

」を
実

施
す

る
私

立
の

幼
稚

園
等

に
特

別
な

助
成

措
置

を講
じる

都
道

府
県

に
対

して
、国

が
その

助
成

額
の

１
／

２
以

内
を補

助
。

②
幼
稚
園
の
子
育
て
支
援
活
動
の
推
進

親
子

登
園

や
未

就
園

児
の

受
入

れ
、教

育
相

談
な

ど、
施

設
を広

く地
域

に
開

放
す

る
こと

を積
極

的
に

推
進

す
る

私
立

の
幼

稚
園

等
に

特
別

な
助

成
措

置
を講

じる
都

道
府

県
に

対
して

、国
が

その
助

成
額

の
１

／
２

以
内

を
補

助
。

 令
和

８
年

度
予

算
額

（
案

）
36

億
円

（
前

年
度

予
算

額
38

億
円

）

－
預

か
り保

育
時

間
５

時
間

～
６

時
間

/日
預

か
り保

育
時

間
６

時
間

～
７

時
間

/日
預

か
り保

育
時

間
７

時
間

以
上

/日

－
15

0,
00

0円
　4

00
,0

00
円

　7
00

,0
00

円

預
か

り保
育

担
当

者
数

２
人

/日
25

0,
00

0円
60

0,
00

0円
1,

05
0,

00
0円

1,
55

0,
00

0円

預
か

り保
育

担
当

者
数

３
人

以
上

/日
50

0,
00

0円
97

0,
00

0円
1,

60
0,

00
0円

2,
25

0,
00

0円

預
か

り保
育

担
当

者
数

２
人

/日
預

か
り保

育
担

当
者

数
３

人
以

上
/日

40
0,

00
0円

預
か

り保
育

推
進

事
業

単
価

表
（

令
和

８
年

度
）

① 通 常 の 預 か り 保 育

【Ａ
】開

園
日

の
4/

5以
上

の
日

数
、　

１
日

４
時

間
以

上
開

設
   

   
 加

え
て

、1
8時

以
降

（
18

時
を

含
む

）
も

開
設

 の
場

合
70

0,
00

0円

加
算

単
価

　次
の

要
件

に
該

当
す

る
幼

稚
園

等

【Ｂ
】開

園
日

の
4/

5以
上

の
日

数
、　

１
日

４
時

間
以

上
開

設
 

 の
場

合
60

0,
00

0円
基

礎
単

価
【Ｃ

】開
園

日
の

4/
5以

上
の

日
数

、　
１

日
２

時
間

以
上

か
ら４

時
間

未
満

開
設

 （
教

育
時

間
と合

わ
せ

て
８

時
間

以
上

）
の

場
合

② 長 期 休 業 日 等 預 か り 保 育

基
礎

単
価

（
１

）
長

期
休

業
日

の
１

０
日

以
上

の
日

数
、１

日
２

時
間

以
上

開
設

80
,0

00
円

（
２

）
休

業
日

の
１

９
日

以
上

の
日

数
、１

日
２

時
間

以
上

開
設

15
0,

00
0円

加
算

単
価

　次
の

要
件

に
該

当
す

る
幼

稚
園

等

　1
40

,0
00

円
　2

00
,0

00
円

　2
60

,0
00

円
　3

70
,0

00
円

【Ｄ
】開

園
日

の
4/

5以
上

の
日

数
、　

１
日

２
時

間
以

上
か

ら４
時

間
未

満
開

設
 （

教
育

時
間

と合
わ

せ
て

８
時

間
未

満
）

の
場

合
20

0,
00

0円

（
１

）
長

期
休

業
日

（
２

）
休

業
日

4

 令
和
８
年
度
予
算
額
（
案
）

15
億
円

（
前
年
度
予
算
額

12
億
円
）

幼
児
教
育
の
質
の
向
上
の
た
め
の
幼
稚
園
教
諭
等
の
人
材
確
保
支
援

事
業
内
容

都
道
府
県
が
、幼

児
教
育
の
質
の
向
上
の
た
め
に
、幼

稚
園
教
諭
等
の
人
材
確
保
を
実
施
して
い
る
私
立
幼
稚
園
に
助
成
を行

う場
合
、

国
が
都
道
府
県
に
対
して
その
助
成
額
を補

助
。

背
景

①
継
続
的
な
賃
上
げ
に
よる
処
遇
改
善

（
教
職
員
対
象
）

一
般
補
助

②
幼
児
教
育
の
質
の
向
上
の
た
め
の
処
遇
改
善

（
教
員
対
象
）

教
職
員
を
対
象
とす
る
継
続
的
な
賃
上
げ
に
よ
る
処
遇
改
善
を
行
う私

立
幼

稚
園
の
取
組
を
支
援
す
る
とと
も
に
、幼

児
教
育
の
質
の
向
上
の
た
め
の
処
遇

改
善
に
取
り組

む
私
立
幼
稚
園
を支

援
す
る
こと
で
、人

材
確
保
を図

る
。

背
景
説
明

目
的
・目
標

幼
児
教
育
の
質
の
向
上
の
た
め
に
は
、質

の
高
い
教
職
員
を持

続
的
に

確
保
す
る
こと
が
重
要
で
あ
り、
幼
稚
園
教
諭
等
の
処
遇
改
善
等
に
取

り組
む
こと
が
必
要
。

※
②
に
つ
い
て
は
、①

を
実
施
して
い
る
園
を
対
象
とし
て
、中

核
リー
ダ
ー
・専
門
リー
ダ
ー
・若
手
リー
ダ
ー
とな
る
教
員
の
発
令
や
専
修
免
許
状
・一
種
免
許
状
へ
の
上
進
に
対
す
る
処
遇
改
善
を
支
援
。

以
下
の
処
遇
改
善
を実

施
して
い
る
私
立
幼
稚
園
を
補
助
。

①
継
続
的
な
賃
上
げ
に
よる
処
遇
改
善
の
実
施

②
①
に
加
え
、教

員
の
キ
ャリ
ア
アッ
プや
マ
ネ
ジ
メン
ト力

の
強
化
等
を
目
的
とし
た
幼
児
教
育
の
質
の
向
上
の
た
め
の
処
遇
改
善
の
実
施

補
助
対
象
の
範
囲

一
般
補
助
を

増
額
補
正

補
助
対
象
の
範
囲

国
庫
補
助
の
メ
ニ
ュー

負
担
割
合

支
援 ①

教
職
員
を
対
象
とし
た
継
続
的
な

賃
上
げ
に
よ
る
処
遇
改
善

継
続
的
な
賃
上
げ
に
よ
る
処
遇
改
善
に
対
す
る

 都
道
府
県
補
助
の
一
部

国 1/
4

都
道
府
県

1/
4 園 1/
2

支
援 ②

①
の
実
施
に
加
え
、教

員
を
対
象

とし
た
研
修
に
よ
る
技
能
の
習
得
を

通
じた
キ
ャリ
ア
ア
ップ
や
免
許
の

上
進
を
踏
ま
え
た
処
遇
改
善

○
中
核
リー
ダー
・専
門
リー
ダー

40
,0

00
円
（
月
額
）

○
若
手
リー
ダー 5,

00
0 円

（
月
額
）

○
専
修
免
許
状
・一
種
免
許
状
へ
の
上
進
者

5,
00

0 円
（
月
額
）

※
月
額
は
全
て
上
限
額
で
あ
り、
上
記
処
遇

改
善
に
対
す
る
都
道
府
県
補
助
の
一
部

※
その
他
、専

修
免
許
状
・一
種
免
許
状
の
取
得
の
促
進
に
つ
い
て
も
支
援
。
3

事
業
内
容

私
立
幼
稚
園
等
の
特
別
支
援
教
育
へ
の
支
援

都
道
府
県
が
、特

別
な
支
援
が
必
要
な
幼
児
が
１
人
以
上
就
園
して
い
る
私
立
の
幼
稚
園
等
に
特
別
な
助
成
を
行
う場

合
、国

が
都
道
府
県
に

対
して
その
助
成
額
の
一
部
を
補
助
。

年
度

R4
年
度

R5
年
度

R6
年
度

R7
年
度

R8
年
度

予
算
額
（
案
）

予
算
額

68
億
円

71
億
円

75
億
円

77
億
円

78
億
円

対
象
幼
児
数

1.
82
万
人

1.
9万

人
2.

04
万
人

2.
1万

人
2.

15
万
人

幼
稚
園
等
特
別
支
援
教
育
経
費
の
推
移
（
予
算
額
・対
象
幼
児
数
）

都
道
府
県

国
①
所
轄
庁
で
あ
る
都
道
府
県

が
特
別
な
助
成
を実

施
②
国
が
都
道
府
県
に
対
して

助
成
額
の
一
部
を補

助

特
別
な
支
援
が
必
要
な
幼
児
が

就
園
して
い
る
私
立
の
幼
稚
園
等

背
景

一
人
一
人
の
教
育
的
ニ
ー
ズ
に
応
じた
支
援
の
実
施
等
の
観
点
か
ら、

特
別
な
支
援
が
必
要
な
幼
児
へ
の
早
期
支
援
の
必
要
性
が
高
ま
って
い

る
。背
景
説
明

特
別
な
支
援
が
必
要
な
幼
児
が
、幼

稚
園
等
に
お
い
て
適
切
な
教
育
が
受
け
ら

れ
な
い
事
態
を
未
然
に
防
ぐと
とも
に
、幼

児
期
の
子
育
て
支
援
の
充
実
の
観
点

か
らも
、私

立
幼
稚
園
等
に
お
け
る
受
入
れ
に
対
す
る
支
援
を行

う。

目
的
・目
標

 令
和
８
年
度
予
算
額
（
案
）

78
億
円

（
前
年
度
予
算
額

77
億
円
）

年
度

S5
3年

度
S6

0年
度

H
2年

度
H

4年
度

H
6年

度
H

11
年
度

R6
年
度

人
数

8人
以
上

7人
以
上

5人
以
上

4人
以
上

3人
以
上

2人
以
上

1人
以
上
※

特
別
な
支
援
が
必
要
な
幼
児
数
の
補
助
基
準
の
推
移

※
1人

受
け
入
れ
園
の
補
助
対
象
は

80
人
未
満
の
園
に
限
定

5
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教
育
改
革
推
進
特
別
経
費
（
高
校
等
：
教
育
の
質
の
向
上
を
図
る
学
校
支
援
経
費
）

事
業
内
容

都
道
府
県
が
、教

育
の
質
の
向
上
に
取
り組

む
学
校
に
助
成
を行

う場
合
、国

が
都
道
府
県
に
対
して
その
助
成
額
の
一
部
を補

助
。

＜
取
組
み
メ
ニ
ュー
＞

①
次
世
代
を
担
う人

材
育
成
の
促
進
（

50
万
円
）

グ
ロー
バ
ル
人
材
育
成
の
た
め
の
英
語
教
育
の
強
化
、国

際
交
流
の
推
進
、数

理
・デ
ー
タサ
イエ
ンス
・A

I教
育
等
の
推
進
等

（
外
部
講
師
の
活
用
等
に
より
、教

育
の
質
の
充
実
に
資
す
る
取
組
が
対
象
）

②
外
国
人
入
学
生
受
入
れ
の
た
め
の
環
境
整
備
（

31
万
円
、９
万
円
）

外
国
人
入
学
生
受
入
の
た
め
の
校
内
サ
イン
の
設
置
、学

校
生
活
等
の
た
め
の
通
訳
や
サ
ポ
ー
ト人

材
等
の
配
置
等

③
IC

T教
育
環
境
の
整
備
推
進
（

45
万
円
、1

30
万
円
）

情
報
通
信
技
術
活
用
支
援
員
の
配
置
、校

務
支
援
シ
ス
テ
ム
の
導
入
、I

CT
機
器
の
管
理
委
託
（
リー
ス
含
む
）
等

④
教
育
相
談
体
制
の
整
備
（

30
万
円
）

ス
クー
ル
カウ
ンセ
ラー
や
ス
クー
ル
ソー
シ
ャル
ワー
カー
等
の
活
用
、不

登
校
の
生
徒
等
の
教
育
機
会
に
つ
い
て
の
支
援

等
⑤
職
業
・ボ
ラ
ン
テ
ィア
・文
化
・健
康
・食
等
の
教
育
の
推
進
（

13
万
円
）

職
業
体
験
、ボ
ラン
テ
ィア
活
動
、伝

統
・文
化
体
験
、自

然
体
験
、地

域
社
会
や
産
業
界
等
と連

携
・協
同
した
取
組
、

栄
養
教
諭
の
活
用
な
ど食

に
関
す
る
指
導
の
充
実

等
⑥
安
全
確
保
の
推
進
（

30
万
円
）

防
犯
・安
全
対
策
の
た
め
の
警
備
員
（
ガ
ー
ドマ
ン）

等
の
配
置
、登

下
校
時
に
お
け
る
交
通
安
全
指
導
員
等
の
人
員
配
置
、

児
童
生
徒
等
へ
の
講
習
会
（
防
犯
、防

災
、交

通
安
全
）
の
実
施
、地

域
住
民
や
関
連
機
関
等
との
合
同
防
犯
訓
練
の
実
施

等
⑦
特
別
支
援
教
育
に
係
る
活
動
の
充
実
（

45
万
円
）

教
員
の
専
門
性
向
上
の
た
め
の
研
修
や
講
師
派
遣
、個

別
の
支
援
計
画
の
策
定
等
をは

じめ
とす
る
児
童
生
徒
の
学
習
・生
活
・進
学
・就
職
等
をサ
ポ
ー
トす
る

支
援
体
制
の
構
築
（
特
別
支
援
教
育
支
援
員
や
コー
デ
ィネ
ー
ター
の
配
置
な
ど）

等
⑧
外
部
人
材
活
用
等
の
推
進
（

45
万
円
）

教
員
の
負
担
軽
減
を
図
る
た
め
学
習
指
導
員
、部

活
動
指
導
員
等
の
専
門
ス
タッ
フや
外
部
人
材
等
の
活
用

等
（
教
員
が
児
童
生
徒
へ
の
指
導
や
教
材
研
究
等
に
注
力
で
きる
よう
、外

部
人
材
の
配
置
促
進
を図

る
取
組
が
対
象
）

⑨
教
員
業
務
支
援
員
の
活
用
の
推
進
（

30
万
円
）

教
員
が
児
童
生
徒
へ
の
指
導
や
教
材
研
究
等
に
注
力
で
きる
体
制
整
備
の
た
め
の
教
員
業
務
支
援
員
の
配
置

等

 令
和
８
年
度
予
算
額
（
案
）

19
億
円

（
前
年
度
予
算
額

18
億
円
）

※
①
か
ら⑨

毎
に
都
道
府
県
補
助
金
の
対
象
とな
った
学
校
数
に
、単

価
を乗

じた
額
を補

助
。た
だ
し、
都
道
府
県
補
助
額
の

1/
2を
上
限
とす
る
。

※
補
助
対
象
とな
る
学
校
種
に
つ
い
て
、③

は
幼
稚
園
、幼

保
連
携
型
認
定
こど
も
園
は
除
く。
⓻
は
幼
稚
園
、幼

保
連
携
型
認
定
こど
も
園
、特

別
支
援
学
校
及
び
特
別
支
援
学
級
を置

く学
校
は
除
く。
⑨
は
①
～
⑧
に
該
当
す
る
取
組
は
除
く。

※
補
助
要
件
は
前
年
度
と同

様
の
予
定
。
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事 務 連 絡  

                                      令和８年１月１５日  

 

 

各都道府県 

子育てのための施設等利用給付交付金所管課 御中 

 

こども家庭庁成育局保育政策課 

公定価格担当室 

 

 

子育てのための施設等利用給付交付金の給付上限額の見直しについて 

 

 

平素より子ども・子育て支援施策の推進に御尽力いただき、厚く御礼申し上げます。 

さて、令和７年 12 月 26 日付けで閣議決定されました、令和８年度当初予算案におい

ては、「子育てのための施設等利用給付交付金」に係る給付上限額の見直しに係る所要

経費が計上されております。 

当該交付金の給付上限額については、令和元年 10 月の制度創設時に、当時の平均保

育料や施設型給付を受ける幼稚園の利用者負担額の上限額等を踏まえて設定したもの

であり、その後据え置きとなっていたところですが、今般、物価上昇・賃金動向等も踏

まえ、保護者負担を軽減し、こどもの育ちを一層支援するため、給付上限額を下記のと

おり引き上げることといたしました。 

各都道府県におかれては、内容について十分に御了知の上、貴域内市区町村へ御周知

いただきますようお願いいたします。なお、本事務連絡については、あくまで今後の国

会審議を経て当該予算が成立することを前提としたものであり、今後の審議状況等によ

り、変更があり得ることを申し添えます。 

 

記 

１．給付上限額 

現行 現行 見直し後 

（※括弧内は引き上げ額） 

認可外保育施設等（０～２歳※） 42,000 円 45,700 円（+3,700 円） 

認可外保育施設等（３～５歳） 37,000 円 40,300 円（+3,300 円） 

新制度に移行していない幼稚園

（私学助成園） 

25,700 円 28,000 円（+2,300 円） 

預かり保育等（０～２歳※） 16,300 円 17,700 円（+1,400 円） 

預かり保育等（３～５歳） 11,300 円 12,300 円（+1,000 円） 

預かり保育等（日額単価） 450 円 490 円（+   40 円） 

※０～２歳は、住民税非課税世帯等であって保育の必要性があるこどもに限る。 

 

２．適用時期 

  令和８年１０月以降の利用に係る保育料から適用 

（令和８年９月末までの利用分は現行の上限額を維持） 

 

３．負担割合  

 国１／２、都道府県１／４、市町村１／４（※変更なし） 

（国立大学法人の場合、国１０／１０） 

 

４．その他 

 ・今般の給付上限額の引き上げ分が利用者に確実に裨益するよう、今後フォロー 

アップや確認調査を実施予定です。その際は御協力いただきますようよろしく 

お願いいたします。 

・企業主導型保育施設については、今般の給付上限額の引上げの適用対象外です（※）。 

※子ども・子育て支援法において、施設等利用費は、市町村が対象施設として確認した「子ども・

子育て支援施設等」の利用料について、市町村が保護者に支給するものとされているところ（第

30 条の 11）、企業主導型保育施設は、政令で定める助成を受けていることにより、この施設等

利用費の支給対象施設となる「子ども・子育て支援施設等」には含まれません（第 7 条第 10 項、

子ども・子育て支援法施行令第 1 条）。 

 

以上 

 
 

 
 
 
 

【担 当】 

（子育てのための施設等利用給付交付金の給付上限額の見直し

に関すること） 

こども家庭庁成育局保育政策課公定価格担当室      

ＴＥＬ 03-6858-0127 

E-mail:kouteikakaku.kyuufu2@cfa.go.jp 
 

(企業主導型保育施設に関すること) 

こども家庭庁 成育局保育政策課認可外保育施設担当室 

ＴＥＬ 03-6858-0129 

E-mail:ninkagaihoikushisetsu.kikaku@cfa.go.jp  

ninkagaihoikushisetsu.kijun@cfa.go.jp 

〈
こ
ど
も
家
庭
庁
〉

令
和

8年
度
予
算
案

86
4億

円
（

91
4億

円
）

子
育
て
の
た
め
の
施
設
等
利
用
給
付
交
付
金

事
業
の
目
的

事
業
の
概
要

市
町
村
は
、
①
の
支
給
要
件
を
満
た
し
た
子
ど
も
が
②
の
対
象
施
設
等
を
利
用
し
た
際
に
要
す
る
費
用
を
支
給
。

成
育
局

 保
育
政
策
課

給
付
上
限
額
の
見
直
し

【
実
施
主
体
】
市
町
村

【
負
担
割
合
】
国
１

/２
、
都
道
府
県
１

/４
、
市
町
村
１

/４
（
原
則
）

市
町
村

特
定
子
ど
も
・

子
育
て
支
援
施
設
等

国
都
道
府
県

都
道
府
県
負
担
分
の

交
付 利
用
者

施
設
等
利
用
給
付
費

の
支
弁
（
代
理
受
領
）

施
設
等
利
用
給
付
費

の
支
弁
（
償
還
払
い
）

国
負
担
分
の

交
付


子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
に
基
づ
き
、
市
町
村
が
支
給
す
る
施
設
等
利
用
給
付
費
等
の
支
給
に
要
す
る
費
用
の
一
部
を
負
担
す
る
こ
と
に
よ
り
、
子
ど
も

が
健
や
か
に
成
長
す
る
よ
う
に
支
援
す
る
と
と
も
に
、
子
ど
も
の
保
護
者
の
経
済
的
負
担
を
軽
減
す
る
。

①
支
給
要
件

以
下
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
子
供
で
あ
っ
て
市
町
村
の
認
定
を
受
け
た
も
の
が
対
象

・
満
３
歳
か
ら
５
歳
ま
で
（
小
学
校
就
学
前
ま
で
）
の
子
供

・
０
歳
か
ら
２
歳
ま
で
の
住
民
税
非
課
税
世
帯
の
子
供
で
あ
っ
て
、
保
育
の
必
要
性
が
あ
る
子
供

②
対
象
施
設
等

子
ど
も
の
た
め
の
教
育
・
保
育
給
付
の
対
象
外
で
あ
る
認
定
こ
ど
も
園
、
幼
稚
園
、
特
別
支
援
学
校
の
幼
稚
部
、

認
可
外
保
育
施
設
（
※
）
、
預
か
り
保
育
事
業
、
一
時
預
か
り
事
業
、
病
児
保
育
事
業
、

子
育
て
援
助
活
動
支
援
事
業
で
あ
っ
て
、
市
町
村
の
確
認
を
受
け
た
も
の
が
対
象
。

（
※
）
認
可
外
保
育
施
設
に
つ
い
て
は
、
児
童
福
祉
法
に
基
づ
く
届
出
が
さ
れ
、
国
が
定
め
る
基
準
を
満
た
す
こ
と
が
必
要
。

た
だ
し
、
令
和

12
年
３
月
末
ま
で
の
間
は
、
都
道
府
県
知
事
が
個
別
に
指
定
す
る
場
合
に
限
っ
て
、

例
外
的
に
基
準
を
満
た
し
た
施
設
と
み
な
し
て
無
償
化
の
対
象
と
な
る
。

給
付
単
価
（
月
額
）

現
行

見
直
し
後

認
可
外
保
育
施
設
等 （
０
～
２
歳
）

42
,0

00
円

（
＋

3,
70

0円
）

45
,7

00
円

認
可
外
保
育
施
設
等 （
３
～
５
歳
）

37
,0

00
円

（
＋

3,
30

0円
）

40
,3

00
円

新
制
度
に
移
行
して
い
な
い
幼
稚
園

（
私
学
助
成
園
）

25
,7

00
円

（
＋

2,
30

0円
）

28
,0

00
円

預
か
り保

育
等
（
０
～
２
歳
）

16
,3

00
円

（
＋

1,
40

0円
）

17
,7

00
円

預
か
り保

育
等
（
３
～
５
歳
）

11
,3

00
円

（
＋

1,
00

0円
）

12
,3

00
円


令
和
元
年

10
月
の
３
～
５
歳
児
の
無
償
化
時
か
ら
据
え
置
い
て
い
た
給
付
上
限
額
に
つ
い

て
、
直
近
の
物
価
水
準
や
賃
金
動
向
等
を
踏
ま
え
、
右
表
の
と
お
り
見
直
し
を
実
施
す
る
。


自
治
体
・
施
設
等
の
準
備
期
間
に
鑑
み
、
当
該
単
価
見
直
し
は
、
令
和
８
年

10
月
か
ら
実
施
。

（
令
和
８
年
４
～
９
月
は
現
行
単
価
を
維
持
。
）

拡
充
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令和7年度施設給付費見込みと賃金改善（人勧、処遇改善等加算）

見込と令和8年度予算シミュレート
認定こども園委員会

副委員長　安本　照正

この時期になると今年度の賃金改善や翌年度予算、賃金など頭を悩ませることと思います。私学助成と
異なって、園児数や定員変更、加算項目、そして令和 8 年度人勧率の変化で流動的な施設型給付は予算計
上しづらいものだと思います。

そこで、シミュレート用と施設型給付補助金仕分け用の Excel 2 つを作りましたので、ある程度の予測
や効率的な補助事業請求にお役立ていただけたらと思います。なお、この先の内容はデリケートな内容も
含みますので、取扱いには御留意下さい。

ファイル取得や各 Excel の使い方は末尾の QR コードからダウンロードもしくは動画閲覧してください。
各 Excel ファイルはシートごとに保護していますがパスワード無しで解除できます。
1. 施設給付額（総額、賃金改善額）見込みについて

Excel の各セルに入力・選択していただくと、令和 7 年度人勧後単価表の認定こども園及び施設給付型
幼稚園の見込み額が算出されます。

入力・選択が終わられたら、シートの下方を見ていただくと「月額（4 ～ 2）」「月額（3 月）」「年額合計」
が各行表示され、それぞれの処遇改善額が示されます。そしてその下に「人勧額」を計算する行が続きま
すので、人勧率を入力して予測を立ててください。令和 6 年は 10.7%、令和 7 年度は 5.3%。現在の春闘
の報道から、おそらく令和 8 年度も令和 7 年度同様もしくは上方修正があるかと思いますので、「6%」く
らいが妥当かな？そのあたりの情報は入り次第お知らせいたします。人勧率を決めていただくと、簡便な
計算式に従って人勧見込み額を算出します。

これら見込額から、今年度末賃金改善見込みや令和 8 年度の予算を考察してください。
以下は 2 つの Excel から処遇改善後の人件費をどうするかという点について解説します。
2. 賃金とは（概要なので各園での対応の詳細は社労士等に確認してください）

賃金には規程上月々支払うことが定められているものと、諸事情によって支払われることがあるものが
あります。一般的に前者は基本給や固定的手当（役職手当、担任手当など）、後者は一時金（祝い金、報奨
金など）と賞与になります。ただし、賞与に関しては貴園の規程で「基本給の○月分」となっている場合は、
その月数分を超えた額以上しか賃金改善として計上できないのでご注意ください。また、特別徴収根拠に
人件費を示している場合は、徴収分を賃金から減算して実績を計算してください。

まずこの固定支給部分が最低賃金を割り込むことは許されません。そして、最低賃金確保分は「処遇改
善実績」としては計上できません、が、「人勧実績」としては計上できます。

2 つ目に、給与表が大切です。何しろ賃金改善前の基準だからです。ところが私学助成園でよく目にす
るのは「定期昇給」と「ベースアップ」を合算したもの。これは賃金改善前の基準としては最悪なのでや
めましょう。なぜならこの民間で言う「ベースアップ」が公務員で言う「人勧」だからです。ここを分離
しておかないと不必要に賃金改善を多く支払い、決算における人件費率が大きくなります。実務の際は、
その分離が「不利益変更」に当たらないように社労士等と相談して対応してください。

※処遇改善等加算区分 1 について
これは経験年数によって算出される処遇改善ですが、実績報告不要です。ただし、こちらで計算した

ところ、経験年数1年あたり3,000円ほど。昨年も同様にしているなら昨年度+定期昇給の金額に3,000
円上増ししておけば大丈夫です。
3. 施設型給付で賄っている人件費は一人当たり何か月分か？

施設型給付で賄える人数ですが、これは市町村に提出している書類でわかると思いますが、要配置と諸
加算による人数ですね。この人数に対して令和 7 年度であれば人勧後で 16.65 カ月分（賞与 4.65 カ月）
分が人件費とみなせます。それに対して常勤換算後で何人雇用しているのか？

例えば、施設給付ベースの人数は 15 人なのに、実際の施設型給付対象の雇用人数が常勤換算で 16.65
人ならば、一人当たり 15 カ月分しか支払えない。それ以上の人件費は改善実績として計上できるとなり
ます。
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前記に気をつけて賃金改善を行うと以下のようになります。
○�比較前後同一条件
・施設給付の要配置及び諸加算による施設給付で配置するべき人員が月平均 15 人である。
・実際の施設型給付対象の雇用人数は月平均 16.65 人である
・令和 7 年度の人勧後賞与基準は 4.65 であることから、年間月数は 16.65 カ月である。
○�条件 1
・給与表の定時昇給額がベースアップ込みの 10,000 円である。
・給与・賞与規定に賞与月数が年間合計 4.5 カ月と記載している。

→施設給付で賄える人件費は 15 人× 16.65 カ月だが、16.65 人× 16.5 カ月以上が賃金改善実績となる。

○�条件 2
・給与表の定時昇給は 1,000 円でありそれ以上の基本給増加分はベースアップ（≒人勧）による。
・給与・賞与規定に賞与月数の明記はない。

→施設給付で賄える人件費は 15 人× 16.65 カ月なので、16.65 人× 15 カ月以上が処遇改善となる

上記二表を比較すると、一人当たりで年間支払総額が 390,000 円減っています。16.65 のうち 14 人
が常勤とした場合 5,460,000 円総額減少します。実際はここに所定福利費が加わります。

使い方説明動画と資料はこちらから

4月 5月 6月 8月 9月 10月 11月 1月 2月
給与 給与 給与 給与 賞与 給与 給与 給与 給与 給与 賞与 給与 給与 給与 賞与 給与 賞与 合計

（ｂ） 22,000 22,000 22,000 22,000 0 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 0 22,000 22,000 22,000 64,000 336,000 64,000 400,000
（ｃ） 4,000 4,000 4,000 4,000 0 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 0 4,000 4,000 4,000 0 48,000 0 48,000

40,000 40,000 40,000 40,000 0 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 0 40,000 40,000 40,000 0 480,000 0 480,000
3,000 3,000 3,000 3,000 0 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 0 3,000 3,000 3,000 0 36,000 0 36,000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 254,000 0 254,000 254,000

160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 1,920,000

15,000 15,000 15,000 15,000 0 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 0 15,000 15,000 15,000 0 180,000 0 180,000
254,000 254,000 254,000 254,000 340,000 254,000 254,000 254,000 254,000 254,000 425,000 254,000 254,000 254,000 318,000 3,120,000 1,083,000 4,203,000

4月 5月 6月 8月 9月 10月 11月 1月 2月
給与 給与 給与 給与 賞与 給与 給与 給与 給与 給与 賞与 給与 給与 給与 賞与 給与 賞与 合計

（ｂ） 22,000 22,000 22,000 22,000 0 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 136,000 22,000 22,000 22,000 0 264,000 136,000 400,000
（ｃ） 4,000 4,000 4,000 4,000 0 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 0 4,000 4,000 4,000 0 48,000 0 48,000

40,000 40,000 40,000 40,000 0 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 0 40,000 40,000 40,000 0 480,000 0 480,000
3,000 3,000 3,000 3,000 0 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 0 3,000 3,000 3,000 0 36,000 0 36,000

254,000
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 12,000 495,000

160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 1,920,000 1,920,000
15,000 15,000 15,000 15,000 0 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 0 15,000 15,000 15,000 0 180,000 0 180,000
254,000 254,000 254,000 254,000 340,000 254,000 254,000 254,000 254,000 254,000 425,000 254,000 254,000 254,000 0 3,048,000 765,000 3,813,000

7月 12月 3月

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
340,000 425,000

定時昇給
（ベア込み）

処遇改善

基本給（R06)

固定手当

賃金改善

基本給（R07)

区分2

人勧

区分3
区分1

最低賃金
✕160時間

184,000

計

人勧

基本給（R07)
定時昇給

7月

賃金改善

基本給（R06)
固定手当

処遇改善
区分2

区分3
区分1

賃金改善前後金額

1,218,000 改善額

0 108,000 146,000

3月 計

120,000

計

765,0000 2,805,000
10,000

=ベア 9,000 9,000

改善前
金額

4,203,000

賃金改善前後金額

1,218,000 改善額

最低賃金
✕160時間

184,000

2,985,000

12月

計

10,000 10,000 10,000

9,000

3,813,000

254,000

483,000322,000 161,000 0
2,595,000

9,000 9,000 18,000 9,000 9,000

改善前
金額

9,000 9,000 128,000 9,000 9,000 9,000

4月 5月 6月 8月 9月 10月 11月 1月 2月
給与 給与 給与 給与 賞与 給与 給与 給与 給与 給与 賞与 給与 給与 給与 賞与 給与 賞与 合計

（ｂ） 22,000 22,000 22,000 22,000 0 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 0 22,000 22,000 22,000 64,000 336,000 64,000 400,000
（ｃ） 4,000 4,000 4,000 4,000 0 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 0 4,000 4,000 4,000 0 48,000 0 48,000

40,000 40,000 40,000 40,000 0 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 0 40,000 40,000 40,000 0 480,000 0 480,000
3,000 3,000 3,000 3,000 0 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 0 3,000 3,000 3,000 0 36,000 0 36,000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 254,000 0 254,000 254,000

160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 1,920,000

15,000 15,000 15,000 15,000 0 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 0 15,000 15,000 15,000 0 180,000 0 180,000
254,000 254,000 254,000 254,000 340,000 254,000 254,000 254,000 254,000 254,000 425,000 254,000 254,000 254,000 318,000 3,120,000 1,083,000 4,203,000

4月 5月 6月 8月 9月 10月 11月 1月 2月
給与 給与 給与 給与 賞与 給与 給与 給与 給与 給与 賞与 給与 給与 給与 賞与 給与 賞与 合計

（ｂ） 22,000 22,000 22,000 22,000 0 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 136,000 22,000 22,000 22,000 0 264,000 136,000 400,000
（ｃ） 4,000 4,000 4,000 4,000 0 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 0 4,000 4,000 4,000 0 48,000 0 48,000

40,000 40,000 40,000 40,000 0 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 0 40,000 40,000 40,000 0 480,000 0 480,000
3,000 3,000 3,000 3,000 0 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 0 3,000 3,000 3,000 0 36,000 0 36,000

254,000
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 12,000 495,000

160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 1,920,000 1,920,000
15,000 15,000 15,000 15,000 0 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 0 15,000 15,000 15,000 0 180,000 0 180,000
254,000 254,000 254,000 254,000 340,000 254,000 254,000 254,000 254,000 254,000 425,000 254,000 254,000 254,000 0 3,048,000 765,000 3,813,000

7月 12月 3月

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
340,000 425,000

定時昇給
（ベア込み）

処遇改善

基本給（R06)

固定手当

賃金改善

基本給（R07)

区分2

人勧

区分3
区分1

最低賃金
✕160時間

184,000

計

人勧

基本給（R07)
定時昇給

7月

賃金改善

基本給（R06)
固定手当

処遇改善
区分2

区分3
区分1

賃金改善前後金額

1,218,000 改善額

0 108,000 146,000

3月 計

120,000

計

765,0000 2,805,000
10,000

=ベア 9,000 9,000

改善前
金額

4,203,000

賃金改善前後金額

1,218,000 改善額

最低賃金
✕160時間

184,000

2,985,000

12月

計

10,000 10,000 10,000

9,000

3,813,000

254,000

483,000322,000 161,000 0
2,595,000

9,000 9,000 18,000 9,000 9,000

改善前
金額

9,000 9,000 128,000 9,000 9,000 9,000



2026.  3 私幼時報　13

前回、アタッチメント理論の提唱者として、ジョ
ン・ボウルビィの名前をあげた訳ですが、彼と同時
代の研究者に、やはり乳幼児期の子どもの心の発達
や親子関係の専門家であったドナルド・ウィニコッ
トという人がいます。そして、このウィニコットが
発した「たった一人の赤ちゃんというものはいない、
そこにあるのは赤ちゃんと養育者との関係性だけ
だ」という言葉は、子どもの研究の世界では広く知
られるところです。それは、言うまでもなく、ヒト
の子どもはいかなる意味でもたった一人だけで発達
していくことは不可能であり、大前提として子ども
に特別な関心を寄せる養育者が必ずいて、その養育
者との濃密な関係性の中にあって、辛うじて生存し
成長を遂げていくことができるという意味です。ヒ
トの乳児は、自ら移動する力にしても、栄養を取る

力にしても、体温を保つ力にしても、際立って、そ
の自律性が低く、親を始めとする周囲の大人によっ
て適切なケアが施されなければ、ほんの数時間です
ぐに生命の危険にもさらされかねないとても脆くて
弱い存在なのです。

こうしたヒトの乳児の特徴は、一般的に、ヒト特
有の直立二足歩行が、母体の骨盤構造の変形による
産道（赤ちゃんが生まれてくる通路）の縮小を招き、
結果的に、ヒトの子どもが、生物学的に計算される
在胎期間（約 21 か月）の約半分以下で生まれてこ
ざるを得なくなったという、いわゆる生理的早産と
いう特殊な事情に由来すると言われています。そし
て、この早産であるがゆえの未熟さが、ヒトの親子
関係をかなり特殊なものにしていると言えます。前
回、述べたように、元来、幼少の子どもが親にくっ

　　〜年間連載③〜
令和 8 年 1 月号より、東京大学大学院教育学研究科の遠藤利彦教授による年間連載を開始いたします。本連載では、「アタッチメント

（愛着）」をテーマに、子どもの心の発達を支える大切な視点について、理論と実践の両面からわかりやすく解説していただきます。乳
幼児期における人との関わりの重要性を改めて見つめ直し、日々の保育・幼児教育の実践に生かしていただく機会となれば幸いです。

ヒトの子どもの長期にわたる養育負担の重さ

東京大学大学院教育学研究科
教授　遠藤利彦
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つきつながること、すなわちアタッチメントという
現象そのものは、ヒトだけではなく、広く様々な生
物種に認められる訳ですが、ヒトにおいて、それが
他の多くの生物種以上に大切なものと言わざるを得
ません。ヒトにおけるアタッチメントは、少なくと
もまだハイハイや歩行がままならず、自分からくっ
つけない幼い子どもの側からすれば、基本的に受け
身的なもの、すなわち、周囲の大人からくっついて
もらわなければ絶対的に成り立たないものであり、
この点において、親などの養育者にかかる負担が、
他生物種に比して相対的に大きくなっていると考え
られるのです。

また、ヒトの乳児は、とても未熟な状態で生まれ
てくる割には、分厚い皮下脂肪を蓄えている分、そ
の体重は比較的重いことが知られています。大人に
なるとヒトよりもたくましいゴリラとの比較で言え
ば、ゴリラの赤ちゃんはとても大きな状態で生まれ
てきそうですが、実際には、その新生児段階の体重
はヒトの赤ちゃんの約 3 分の 2 以下だということ
が知られています。このことは、ゴリラでは身体的
にたくましい親が、小さく軽い子どもを育てればよ
いのに対して、ヒトでは、身体的にきゃしゃな親が、
重くてしかも圧倒的に未熟な子どもを育てなくては
ならないということを意味します。そして、当然、
このヒトの子どもの重たさは、抱っこするにしても、
持ち運ぶにしても、親などの養育者に、とても大き

な身体的負荷をかけることになります。
さらに、ヒトの子どもが、手がかかるのは、乳幼

児期（授乳されて成長する期間）だけではありませ
ん。ヒトの卒乳後の子ども期（食べ物や安全の確保
なども含め生存や成長が養育者への依存を前提とし
て成り立つ、思春期までの期間）が、哺乳動物の中
では最も長いことが知られています。例えば、チン
パンジーとの比較で言えば、乳幼児期に関しては、
チンパンジーの方がヒトよりもやや長いのですが、
その後の子ども期に関して言えば、チンパンジーの
それがたった 2、3 年で終わるのに対して、ヒトの
それは 10 年以上ときわめて長いのです。つまり、
これらのことが示唆するのは、ヒトの子どもにかか
る子育ての負担が、乳幼児期だけではなく、その後
も、子ども自身が少なくとも思春期以降に至るまで、
非常に長きにわたって重たいものであり続けるとい
うことです。そして、それだけに、ヒトにおいては、
例えばチンパンジーのように、母親だけが単独で子
育てすることが、実質的に不可能だったと考えられ
るようになってきています。子育ての上で必ず誰か
他の人の手厚い助けが必要であり、最近ではヒトと
いう生物種の本来の子育てが「集団共同型養育」だっ
たと考える研究者がとても多くなってきているので
す。次回はこの「集団共同型養育」についてもう少
し掘り下げて考えてみたいと思います。



長野県ではコロナ禍を経て、オンラインでの
研修と対面での研修をうまく組み合わせて、少
しでも現場の先生達のニーズに合うように研修
を企画運営しています。ただ、この 5 ～ 6 年で、
新制度へ移行した園が増えたこと、幼保連携型
認定こども園の増加により乳児保育の需要が増
えたこと、そして処遇改善に伴い、研修へ参加
する先生が非常に増えてきた感があります。研
修の内容やそれに合った講師の選定にも苦労し
ますが、そのことと共に、人数が増えたことに
よる大きな研修会場の確保にも苦労するように
なってきました。コロナ禍でオンラインでの研
修が主流となった時期があり、現在でも取り入
れていますが、やはり、対面での研修の深さや、
お互いに熱を感じながら研修を受けるというこ
と、面と向かって対話することはとても大事な
ことだと今更ながら感じています。

また、これは大人だけでなく、子どもたちに
も言えることで、アタッチメントの大事さと共
に、対話すること、直接触れ合うことの大事さ
を乳幼児期にしっかりと感じることはとても大
事なことなのではないでしょうか。

これからの時代を生き抜く子ども達のため
に、研修を通して研鑽を深め、幼稚園・認定こ
ども園の現場から、処遇改善という名目のため
だけでなく、赤ちゃんの時から子どもたちを一
人の人間として認め、向き合い、育てていくこ
とを発信し、そして社会全体がもっと子どもを
大事にする気持ちを持てるようになることを
願っています。
（（一社）長野県私立幼稚園・認定こども園協会　
副理事長、上伊那郡・聖ヨゼフ幼稚園／倉科正
豊）

長野県からのおたより

質の高い乳幼児教育の 
実現に向けて

私たち幼児教育・保育に携わる者は、子ども
たちが主体的に関わり、協働し、対話しながら
生きていく力を育むことを大切にしています。
子どもたちは、ともに育ちあう関係や環境のな
かで、あそびや体験を通して、自ら気づき、感じ、
学んでいきます。その過程で子ども自身が「何
をするかも大切ですが、誰とするかがもっと大
切であること」を学んでいくのです。

子どもは生まれながらに成長する力を備えて
います。その力は、人との関わりのなかでこそ
引き出され、深められていきます。友だちや大
人と心を通わせながら経験を共有することが、
情緒の安定や他者への信頼感を育み、素直で明
るい人格形成へとつながっていきます。

そのためには、人やモノ、時間や空間といっ
た環境の存在が欠かせません。私たち大人には、
その環境を守り、整え、そして時には新たに創
りあげていく使命があります。子どもたちに望
む姿勢や心もちを、私たち自身もまた体現し、
共感し合うことが求められています。
「ともに育ちあう」という言葉に込められた

「ともに」とは、子ども同士だけでなく、保育者
や保護者を含めた人と人との関係性、さらには
世代や社会を超えたつながりを意味しているの
ではないでしょうか。

教育・保育の現場から「承継」の意味と価値
を見つめ直し、共感と協働によって社会を共創
していく。その中心に、子どもの存在があるこ
とを、私たちの実践を通して示していきたいと
考えます。
（（一社）鹿児島県私立幼稚園協会会長、肝属郡
肝付町・おおぞらこども園／上原樹縁）

鹿児島県からのおたより

ともに育ちあう「共創」
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3 月を迎え、長岡市にも少しずつ春の足音が近
づいてきました。長い冬を越え、園庭の雪解けや
やわらかな日差しに、子どもたちは季節の移り変
わりを感じています。元気いっぱいに遊ぶ姿から
は、この一年で心も体も大きく成長したことが伝
わってきます。友だちと笑い合った日、思うよう
にいかず涙した日、その一つひとつが、かけがえ
のない思い出となることでしょう。卒園や進級は、

別れのさみしさと新しい世界への期待が入り混じ
る大切な節目です。子どもたちを支えてくださっ
た保護者の皆さまをはじめ、教職員、そして関わっ
てくださったすべての皆さまに、心より敬意と感
謝を申し上げます。残りの園生活も、春を待つ長
岡の空の下、子どもたちが安心して前に進めるよ
うに丁寧に寄り添い、4月には新しい仲間を温か
く迎えられるようにしっかりと準備を進めていき
たいと思います。� （広報委員・若槻司）

編集後記編集後記
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